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１．計画の策定にあたって 
 

（１）背景と目的 

本市の最上位計画であり、将来のまちの姿を描く基本構想は、昭和 45 年度以降、これまで６

次に渡って策定し、計画に基づきながらまちづくりを進めてきました。 

平成 27 年度に策定した平成 28 年度から令和７年度までを計画期間とする「歌志内市総合計

画（第６次基本構想）」では、将来の人口規模を想定したコンパクトな住宅市街地の形成に取り組

み、義務教育学校である歌志内学園の開校や子育て支援の充実など、基本理念である「みんなで

創る笑顔あふれるまち」の実現を目指したまちづくりを行ってきました。 

「歌志内市総合計画（第６次基本構想）」の策定から 10 年が経過するなかで、人口減少・高齢

化がさらに進行し、令和２年に人口は 3,000 人を下回るとともに、高齢化率は道内自治体のなか

で最も高い５割越えとなっています。 

また、コロナ禍によって、観光入込客が減少するなど経済が低迷する一方で、コロナ禍を契機

として、テレワークの普及や、小中学校における児童・生徒への 1 人一台端末の整備など、デジ

タル化が進展し、暮らし方が変化しています。 

新たな「歌志内市総合計画（以下、「本計画」という。）」は、これからの 10 年に起こりうる社

会の変化に対応しながら、市民・行政が共有するまちづくりの指針として策定します。 

 

 

（２）計画の位置づけ・計画期間 

本計画は、行政運営の最も基本となる計画で、本市のまち

づくりは全て本計画に沿って行われます。 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成され、

本計画に基づく「実施計画」により事業が行われます。 

 

 

 

「基本構想（第７次基本構想）」 

本市が目標とする、まちの将来の姿を描き、実現に向けた基本的な方針を示すものです。 

期間は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。 

「基本計画」 

基本構想を実現するため、本市が今後 10 年間で取り組むべき必要な施策や方向性を分野別に

体系化するものです。 

基本計画の期間は、施策の優先度を踏まえた短期的な方針を示すことから５年間とし、前期が

令和８年度から令和 12 年度まで、後期が令和 13 年度から令和 17 年度までとします。 

「実施計画」 

基本計画に示された施策について、事業の具体的な内容を明らかにし、毎年度の予算編成の指

針となるものです。 

期間は３年間とし、毎年度事業の評価を行い、改善・見直し等を図りながら策定します。 

 

  

実施計画 

基本構想 

基本計画 

図 総合計画の構成 

本計画の 

掲載範囲 
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図 計画期間 
令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

令和 12 

年度 

令和 13 

年度 

令和 14 

年度 

令和 15 

年度 

令和 16 

年度 

令和 17 

年度 

          

 

 

（３）計画策定に係る市民参画の経過 

本計画では、以下のように段階的に市民意見等を整理・反映しながら、策定しています。 

 

図 計画策定に係る市民参画の経過 
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２．新たなまちづくりの方向性 
 

（１）歌志内市の特性 

 

① 地理的特性 

本市は、北海道のほぼ中央、石狩平野の東北端に位置し、総面積は 55.95 ㎢を有します。地勢

はおおむね急峻で、行政区域の約 75％を山林が占める自然豊かな環境であり、神威岳（標高 467

ｍ）はスキー場が整備され、雲海も見られることから、本市のシンボルとなっています。 

気候は内陸型で、四季の変化に富み美しい自然を織りなしています。年間降雪量は約 10ｍに達

します。 

本市から 10km 圏内においては、滝川市、赤平市、砂川市と複数の事業所集積地があり、本市

の自然豊かな環境に居住し、市外へ通勤する市民が多くいます。 

また、狭あいな山間を東西に貫流するペンケ歌志内川の両岸の僅かな平坦地に、この河川と並

行して道道赤平奈井江線が通じており、市街地はこれに沿って帯状に形成されています。 

市内の観光施設や公共施設の一部は、スイス風の建築デザインを取り入れており、山あいの自

然と調和したスイス風の景観が形成されています。 

 

図 30km 圏内※における事業所メッシュ（500ｍメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市役所を中心 

資料：経済センサス 2021 活動調査  
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② 歴史的特性 

本市は、明治 30 年の歌志内村開基以来、石炭産業とともに発展、昭和 15 年に町制を、昭和 33

年には市制を施行しました。 

しかし、昭和 30 年代後半から始まった世界的なエネルギー革命の影響を受け、炭鉱の閉山が

相次ぎ、労働人口の流出に拍車がかかり人口が激減、平成７年に市内最後の炭鉱が閉山しました。 

その後は、露頭掘りによる石炭生産を行ってきましたが、令和８年に掘削を終了します。 

これらの石炭の歴史を後世に伝えていくため、令和７年に「旧上歌会館（悲別ロマン座）」が日

本遺産「炭鉄港」の構成文化財に追加認定されました。 

 

③ 人口特性 

本市の人口は、昭和 23（1948）年の常住人口調査における 46,171 人をピークに右肩下がりを

続け、令和 2（2020）年は 2,989 人とピーク時の９割減で、日本で一番人口が少ない「日本一小さ

な市」となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計によると、人口減少はさら

に進み、令和 32（2050）年には 1,000 人を下回る 838 人になると推計されています。 
 

図 総人口の推移・将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2020（令和２）年まで国勢調査結果（総務省統計局）、2025（令和７）年以降社人研推計 

 

また、令和２（2020）年の高齢化率（65 歳以上）は 53.3％であり、道内自治体で最も高くな

っています。 

社人研の推計では、高齢者数は令和 32（2050）年には 579 人まで減少するものの、高齢化率

は 69％まで増加するとされています。 

 

図 歌志内市の高齢者数と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：2020（令和２）年まで国勢調査結果（総務省統計局）、2025（令和７）年以降社人研推計 
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④ 産業特性 

産業別人口の構成をみると、令和２年で第３次産業が 72.5％を占め、次いで第２次産業が

25.4％、第１次産業はわずか 1.8％です。 

第３次産業は医療・福祉や公務関係の割合が高く、第２次産業は建設業、卸売業・小売業、製

造業の割合が高くなっています。 

直近 20 年間での推移をみると、生産年齢人口の減少に合わせて各産業人口も減少しています。

各産業構成比は、平成 17 年以降概ね横ばいで推移しています。 

就業人口の従業地推移をみると、平成 27 年以降市内就業人口より市外就業人口が上回ってお

り、令和２年は市内が 565 人（49.1％）、市外は 583 人（50.7％）となっています。 

 

図 産業別人口の推移             図 就業人口の従業地推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局）             資料：各年国勢調査結果（総務省統計局） 

 

観光入込客数をみると、平成 25 年度の 724 千人をピークに減少をはじめ、コロナ禍となった

令和元年度には平成 25 年度の約 1/4 まで減少しました。 

令和２年度以降は回復傾向で、令和５年度は 212 千人となりましたが、コロナ禍前の平成 30

年度の約 2/3 に留まっています。 

隣接市町と比較すると、砂川市の令和５年度は 1,475 千人と本市に比べて約 1,300 千人上回っ

ているとともに、赤平市はコロナ禍以後、本市をわずかに上回っている状況となっています。 

 

図 観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道観光入込客数調査報告書  
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⑤ 住宅特性 

住宅所有関係別世帯数の状況をみると、主世帯のうち昭和 45（1970）年では給与住宅が 66.0％

で最も高く、持ち家は 19.0％、公営借家は 4.9％であったのに対して、令和２（2020）年は公営

借家が 51.3％で最も高く、持ち家は 46.8％、給与住宅は 0.8％となっており、50 年間で構成が大

幅に変化しています。 

 

図 住宅所有関係別世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局） 

 

令和２年の公営借家率 51.3％は、全道で最も高く、本

市のみ半数を超えています。また、公営借家率が高い自

治体は、旧産炭地や人口が少ない自治体となっています。 

一方で民営借家率は 1.1％と、全道では初山別村に次

いで低くなっているなど、公営住宅がまちづくりにおい

て非常に重要な役割を担っています。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和２年国勢調査結果（総務省統計局）  

44.8%

38.7%

35.4%

34.8%

34.5%

32.2%

31.9%

31.5%

30.6%

30.3%

10

0.8%

1.1%

2.0%

2.3%

2.4%

2.6%

2.7%

2.9%

2.9%

3.0%

10

51.3%

48.3%

44.1%

41.7%

37.6%

33.8%

33.2%

32.0%

31.4%

31.1%

10

3.2%

3.4%

3.5%

3.7%

4.2%

4.2%

4.7%

4.8%

5.0%

5.3%

10

19.0% (1,028) 

28.9% (1,099) 

31.7% (1,129) 

33.1% (1,148) 

36.3% (1,127) 

38.8% (1,067) 

40.8% (1,032) 

41.0% (942) 

42.6% (839) 

44.8% (735) 

46.8% (651) 

4.9% (266) 

9.8% (371) 

18.6% (664) 

25.7% (890) 

32.7% (1,015) 

41.0% (1,129) 

51.3% (1,298) 

53.2% (1,220) 

54.4% (1,072) 

52.5% (860) 

51.3% (714) 

10.1% (547) 

13.1% (497) 

8.1% (287) 

7.2% (249) 

3.9% (122) 

11.8% (324) 

2.3% (57) 

2.3% (53) 

1.8% (36) 

1.3% (22) 

1.1% (16) 

66.0% (3,573) 

48.3% (1,836) 

41.7% (1,485) 

34.1% (1,182) 

27.0% (838) 

8.4% (231) 

5.7% (143) 

3.5% (80) 

1.1% (22) 

1.3% (22) 

0.8% (11) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅

表 公営借家の割合 

表 民営借家の割合 



8 

⑥ 財政状況 

直近 10 箇年の歳入・歳出の推移をみると、平成 29 年度を除き、歳入・歳出とも 40～52 億円

前後で推移しています。 

地方公共団体の財政力を示す指数である財政力指数をみると、令和５年度は、0.10 であり、道

内市町村平均である 0.27 を下回るとともに、中空知管内では最も低く、財政状況は厳しい状況

となっています。 

 

図 歳入歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：市町村別の財政状況（北海道総合政策部地域行政局市町村課） 

 

歳入内訳の推移をみると、自主財源である市税は２億円程度と少額で推移し、財源の多くは地

方交付税と国・道支出金に大きく依存しています。一方で歳出内訳の推移をみると、普通建設事

業費が年度により金額が異なる他は横ばいで推移しています。 

 

図 歳入内訳の推移            図 歳出内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町村別決算状況調（総務省） 

 

平成 14 年度以降の地方債残高の推移をみると、平成 17 年度の 90 億円を境に減少を続け、令

和５年度は 27 億円となっていますが、基幹産業がなく人口減少が進む本市では、安定的な税収

が得られない状況が続くものと予測され、今後も、歳入規模に見合った歳出構造を維持しながら、

持続可能な財政運営に努めていく必要があります。 

 

図 地方債残高の推移 

 

 

 

 

 

資料：市町村別決算状況調（総務省）  
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⑦ 地域幸福度 

地域における幸福度・生活満足度 

自身や地域の人々の幸福

度・満足度（10（とても幸せ・

とても満足）から０（とても

不幸・とても不満）の 11 段

階）の平均値は、自分自身の

幸福度が 6.3、近所の人々の

幸福度が 6.0、暮らしている

地域の暮らしの満足度が 6.0

となっており、いずれも 5.0

を上回っています。 

 

まちに関する主観・客観評価 

まちに関する主観・客観評価をみる

と、主観評価の方が客観評価より評価

が高く、医療・福祉、子育て、初等・

中等教育など 12 項目で主観評価が客

観評価を上回っています。 

まちに関する主観・客観評価を散布

図でみると、主観評価が低く、客観評

価が高い項目は、多様性と寛容性とな

っています。 

また、主観・客観評価がともに低い

項目は、雇用・所得、事業創造、教育

機会の豊かさ、移動・交通、都市景観

となっています。 

 

図 まちに関する主観・客観評価（散布図：４領域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※主観評価は、市民アンケート結果に基づき、５段階評価を点数化（満足（非常にあてはまる）100、まあ満足（ある程

度あてはまる）75、ふつう（どちらとも言えない）50、やや不満（あまりあてはまらない）25、不満（全くあてはまら

ない）0）し平均点を計上。なお、「買物・飲食」、「遊び・娯楽」、「デジタル生活」、「自然景観」は、該当する設問が無

いため除外している。  

※客観評価は、デジタル庁が公表している市町村別に偏差値化されたオープンデータを使用している。  

6.3 

6.0 6.0 

0

2

4

6

8

10

①自分自身の幸福度

②近所の人々の幸福

度

③暮らしている地域の

暮らしの満足度

10（とても幸せ・とても満足） 

 

0（とても不幸・とても不満） 

0

20

40

60

80
医療・福祉

買物・飲食
住宅環境

移動・交通

遊び・娯楽

子育て

初等・中等教育

地域行政

デジタル生活

公共空間

都市景観
事故・犯罪

自然景観
自然の恵み

環境共生

自然災害

地域とのつながり

多様性と寛容性

自己効力感

健康状態

文化・芸術

教育機会の豊かさ

雇用・所得
事業創造

客観データ 主観データ

図 自身や地域の人々の幸福度・満足度平均 

図 まちに関する主観・客観評価 

医療・福祉
住宅環境

移動・交通

子育て初等・中等教育

地域行政 公共空間

都市景観

事故・犯罪
自然の恵み

環境共生

自然災害

地域とのつながり

多様性と寛容性

自己効力感健康状態

文化・芸術

教育機会の豊かさ

雇用・所得
事業創造

20

30

40

50

60

70

30 40 50 60 70 80

主
観

満
足

度
の

平
均

客観 偏差値

生活環境
地域の人間関係
自分らしい生き方

主観＋客観－ 主観＋客観＋

主観－客観－ 主観－客観＋



10 

（２）市民の評価と意向 

 まちづくりの評価や意向を把握するため、市民や歌志内学園生徒（以下、「学園生徒」という。）

を対象にアンケートを実施しました。 

 

① 歌志内市の住み心地満足度 

歌志内市の住み心地満足度は、満足傾向（「満足」と「まあ満足」の合計）が 32.6％、不満傾

向（「やや不満」と「不満」の合計）は 28.5％であり、満足傾向が不満傾向を 4.1 ポイント上回

っています。 

令和元年度に実施した調査結果（以下、「R1 調査」という。）と比較すると、満足傾向は 7.9 ポ

イント増加、不満傾向は 12.1 ポイント減少しており、満足度が高くなっています。 

また、学園生徒アンケートでは、市民アンケート結果と比較すると、満足傾向が 26.2 ポイント

上回るとともに、「不満傾向」は 16.7 ポイント下回っています。 
 

図 住み心地満足度（R1 調査との比較）           図 住み心地満足度（学園生徒）      

 

 

 

 

 

 

 

② 歌志内市の良いところ（特徴）（複数回答） 

歌志内市の良いところ（特徴）

（複数回答）は、「自然の豊かさ」

が 55.7％で最も高く唯一半数を超

えています。以下、「スキー・温泉・

雲海などの観光」が 34.2％、「高齢

者福祉の充実さ」が 21.6％などと

なっています。 

年齢別にみると、30 歳代～50 歳

代では、「自然の豊かさ」に次いで

「子育て支援の充実さ」が高くな

っています。 

 

③ 今後の居住意向 

今後の居住意向については、約６割が市内への居住意向を持っている一方で、約２割が市外へ

の転居を考えています。 

R1 調査と比較すると、市内への居住意向が 10.8 ポイント減少している一方で、「わからない」

は 8.3 ポイント増加しており、安心して住み続けられる環境が求められています。 
 

図 今後の居住意向（R1 調査との比較） 
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（３）社会・暮らしの変化 

本市の特性や市民の意向などに加えて、脱炭素社会の実現に向けた対応や、コロナ禍を契機に

急速に進んだデジタル化など、社会や暮らしが大きく変化しています。 

今後のまちづくりにおいては、時代の潮流を的確に捉えて対応していくことが求められます。 

 

① 持続可能な開発目標（SDGs）・脱炭素社会の取組 

2015（平成 27）年９月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は、「誰一人

取り残さない」社会の実現を目指し、17 ゴールで構成されており、達成に向けて行動することが

求められています。 

令和元年度に策定した「歌志内市総合計画後期基本計画」では、「持続可能な開発目標（SDGs）」

と連携して施策に取り組んできました。 

また、本市では 2050（令和 32）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロにする「ゼロカーボンシ

ティ宣言」を表明しており、これらの対応に向けたまちづくりの展開を進めることが求められて

います。 

 

② 防災・減災に向けた強靱化 

地球温暖化に伴う気候変動による自然災害が全国各地で頻発しています。 

本市の市街地内には、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の災害想定区域が指定されてお

り、災害の激甚化への対策が急務となっています。 

本市では、まちづくりのコンパクト化を進めていますが、今後のまちづくりにおいては、防災・

減災対策と連携したコンパクト化を図っていくことが重要となっています。 

 

③ デジタル化の急速な進展 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大も背景に、テレワークの進展など各場面において急速な

デジタル化が進行しています。 

国では、目指すべき「Society 5.0（ソサエティ ゴー・テン・ゼロ）」の未来社会像を「持続可

能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-

being）を実現できる社会」と表現しています。 

今後も、社会経済全体が不可逆な流れとしてデジタル化へ移行するなかで、交通、医療、行政

等、さまざまな場面で DX（デジタル・トランスフォーメーション）を進めることが不可欠です。 

本市は、高齢者が多く暮らしていますが、高齢者も含めて市民がより快適に暮らせるためのデ

ジタル活用を積極的に取り入れていくことが重要となっています。 

 

④ 国際化の進展 

日本に旅行などで訪れる外国人は増加しており、今後は本市にも観光で来訪する外国人が増加

する可能性があります。 

また、日本国内で働く外国人が今後さらに増加していくことが予測されているなかで、多文化

共生の取り組みが必要となることが考えられます。 
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（４）今後 10 年のまちづくりに向けた基本的方向性 

本市は「日本一小さな市」であり、道内で最も高齢化率が高い自治体です。 

今後 10 年のまちづくりに向けては、人口減少・高齢化においても、安定的な都市経営を目指

す「持続可能性を見据えたまちづくり」と、市民が幸福に暮らすことができる「地域幸福度（Well-

Being）の向上」の２つを基本的な方向として進めていきます。 

 

① 持続可能性を見据えたまちづくり 

コンパクト化の先（スマートシュリンク（戦略的集約））の推進 

本市ではこれまで、コンパクトなまち（コンパクトシティ）に向けて市営住宅を中心とした住

宅市街地の集約化や、小中学校を統合した義務教育学校の開校などを進めてきました。 

市の財政は、人口減少に伴う税収減少によって、さらにひっ迫することが懸念されるとともに、

人口密度の低下によってインフラの維持管理コストが増大する可能性があります。 

今後は、これまで以上に計画的かつ迅速な対応によるコンパクト化を進めていく必要があり、

公共施設等の複合化・集約化や広域連携、市営住宅の計画的な移転集約化など、市民の協力を得

ながらのスマートシュリンク（戦略的集約）が重要となります。 

スマートシュリンクは、生活環境や地域コミュニティの維持にも不可欠であり、スマートシュ

リンクによって、地域の幸福度の維持・向上へとつながるといえます。 
 

ニーズを踏まえた子育て支援の継続 

アンケート調査による今後の居住意向について、30 歳代以下は「住み続けたいと思う」または

「市内の他の地域へ移りたい」より「いずれは他の市町村に移りたい」または「すぐにでも他の

市町村へ移りたい」が上回っている状況であり、今後もこれまでの充実した子育て支援施策など

は継続する一方で、更なる定住対策が重要となっています。 
 

歌志内の魅力の創造と相乗的な発信 

豊かな自然、充実した子育て支援・きめ細やかな教育環境など歌志内市の魅力とともに、働く

場に対する不安等を軽減するため、本市の立地を生かした通勤圏の良さ等、本市での生活の魅力

を解きほぐし創造したうえで、市外へ分かりやすく発信していくことが重要です。 

現在では、SNS などを活用した情報発信が幅広く浸透しており、行政だけでなく市民一人ひと

りが本市の魅力をさまざまな手法で継続的に発信していくことも重要です。 

 

② 地域幸福度（Well-Being）の向上 

市民の暮らしやすさ・幸福感の追求 

人口減少下においては、人口減少対策に重点を置くだけではなく、人口が減少していくなかに

おいても、市民一人ひとりが幸福度（Well-Being）の高いまちの実現を目指すとともに、その持

続可能性を高めていくことが、より一層重要となっています。 

幸福度を高めるためには、健康や雇用・所得、多様性等に関する意識醸成など具体的な取り組

みを進めていくことが求められます。 
 

協働によるまちづくり 

高齢者人口が生産年齢人口を上回っている本市においては、既存の福祉サービスのみならず高

齢者も含めて互いに協力して助け合う「共助」がより一層重要となっています。 

そのためには、市民ニーズに沿った新たな市民運営による組織の設立など、町内会等既存の枠

組みを超えた市民の意識醸成と人材の確保、行政のサポート等、市民と行政の協働によるまちづ

くりを行うことが必要となっています。  
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３．目指すまちの姿 
 

（１）基本理念【目指すまちの姿】 

平成 27 年度に策定した「歌志内市総合計画（第６次基本構想）」では、「みんなで創る笑顔あ

ふれるまち」を目指すべきまちの姿（基本理念）として取り組んできました。 

今後 10 年のまちづくりを進めるにあたって、市民アンケートにおける将来の歌志内市のイメ

ージとしてふさわしいと考えるものでは、「すべての人が安心して暮らせる福祉のまち」が最も

高く、安心して暮らし続けられる環境の形成が求められています。 

また、学園生徒アンケートでの将来のまちの姿を一言で表すキャッチフレーズ（将来像）や、

まちづくり市民会議におけるまちづくりの将来像では、「心豊か」、「笑顔」といったフレーズがみ

られ、日々の生活から幸福感に満ちることが大切であるといえます。 

 

人口減少が進み、高齢化率が半数を超えるなかで、働く世代が社会・地域をサポートするこれ

までの構造では、社会・地域コミュニティの維持が困難になりつつあります。 

このような状況においても、誰もが安心して暮らし続けられるまちを形成するため、市民一人

ひとりがそれぞれ自分らしく、主役となって“協同”して“協働”しながら、笑顔あふれ、幸せを実

感でき、ウェルビーイング（Well-being）が向上するようなまちづくりを目指し、基本理念【目

指すまちの姿】を「主役はみんな “きょうどう”でつながる 笑顔あふれるまち」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本目標 

基本理念【目指すまちの姿】を実現するために、４つの基本目標を定めます。 

 

基本目標１ 安全で持続的なまち 

市民の安全・安心を確保することは、市政の基本です。 

人口減少と高齢化が進行していくなかで、これまで進めてきたまちのコンパクト化をさらに推

進し、将来に渡って持続可能なまちを形成します。 

そのためには、スマートシュリンク（戦略的集約）のもと、インフラ・公共施設の負担抑制や、

防災・減災に資する、効果的・戦略的なコンパクト化を進め、誰もが安全に安心して暮らし続け

られるまちづくりを目指します。 

財政面においては、本市の規模に見合った、選択と集中による財政運営を進めることが必要で

す。 

人口減少に伴う地方交付税の減額を見通して、限られた財源と人員による効率的な行財政運営

に努めます。 

 

ᵊ ᵸᶝᶀᶍ  ɛ

ᶎᶞᶲᶉ ᴾᵬᶦᵥᶈᵥᴿᶆᶃᶉᵫᶪ ᵡᶔᶫᶪᶝᶀ 
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基本目標２ 健康で幸福を感じるまち 

高齢化率が半数を超え、働く世代が少なくなるなかで、町内会・自治会の運営や、事業者・行

政が担っていたサービスなど、既存の枠組みでの運営維持が困難になりつつあります。 

今後は、「自分たちのまちは自分たちでつくっていく」という意識のもと、既存の枠組みを超

えた新たな地域運営組織の設立など、市民が互いに助け合いながら、まちづくりを主体的に行う

ことが重要であり、市民・行政はこれまで以上に連携して、ともに行動していきます。 

また、誰もがゆとりと生きがいを持ち、安心して健康的な日常生活を送りながら、市民一人ひ

とりの幸福度が向上するよう、保健・医療・介護・福祉が連携して、地域に根ざした社会福祉体

制の充実に取り組みます。 

 

 

基本目標３ 笑顔あふれ未来につなぐまち 

歌志内で生まれ育っていく子どもたちは、次世代に繋ぐ財産です。また、誰もが生き生きと暮

らすことができるよう、互いの人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる社会を目指し

ます。 

そのために、自然豊かな環境で、安心して子どもを産み育てられる環境づくりとそのための支

援を行うとともに、都会では機会の少ない歌志内ならではの体験学習や、義務教育学校の特色を

活かしたカリキュラムなど、子どもたちそれぞれの個性や能力にあった教育環境の充実を進めま

す。 

また、ダイバーシティの視点に立って市民一人ひとりが心豊かな生活が営めるよう、環境の整

備や、主体的に学び続けることができる学習機会、交流の促進を図る文化活動やスポーツ活動の

充実を進めるとともに、男女共同参画社会の実現や、グローバル化へ対応するための啓発活動に

取り組みます。 

 

 

基本目標４ 魅力を育み伝えるまち 

本市には、自然豊かな環境や充実した移住定住支援、歌志内の立地を生かした通勤圏の良さと

いった住環境としての魅力や、自然を活かしたかもい岳スキー場や神威岳山頂から望む雲海、チ

ロルの湯のほか、これまでの本市の発展を支えた炭鉱の歴史を伝える旧上歌会館（悲別ロマン座）

や郷土館などの観光資源などがあります。 

これら歌志内の特色を活かして、多くの人を外から呼び込み、人の流れを発展させて、移住定

住や交流・関係人口がもたらす経済効果を生み出すことが必要です。 

そのためには、市民・事業者・行政が継続的に歌志内の良さを発信するシティプロモーション

を進めます。 

また、生活支援サービスなどの向上につながるデジタルの活用を進めることにより、誰もが安

心して暮らし続けられる環境の整備を進めるとともに、市内産業の振興、起業等への支援など、

地域に根ざした産業の育成を図ります。 
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（３）将来人口 

将来の目標人口においては、「歌志内市総合戦略」に示す人口ビジョンにて設定します。 

目標人口は、2040（令和 22）年で約 1,500 人、2060（令和 42）年で約 900 人とし、社人研準

拠推計から、それぞれ約 200 人、約 400 人の人口減少抑制を図ることとします。 

目標人口の達成に向けては、本計画及び「歌志内市総合戦略」が連携して取り組みます。 

 

図 目標人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第３期歌志内市総合戦略（人口ビジョン） 
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（４）土地利用の方向性 

 

① 人口密度の変遷 

市街地の人口密度は、

1995（平成７）年では、中

村地区を除き 30 人/ha 以

上でしたが、2020（令和２）

年は、東光地区を除き 30

人/ha を下回るとともに、

本町から中村地区にかけ

ては 10～20 人/ha 未満と

なっています。 

社 人 研 推 計 に 基 づ く

2050（令和 32）年の人口

密度は、東光地区が 10～

20 人/ha 未満、文珠地区が

５～10 人/ha 未満で、それ

以外は５人/ha 未満と低密

度化が予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② スマートシュリンク（戦略的集約）による市街地のコンパクト化 

本市では、これまでもまちのコンパクト化を進め、令和４年には、コンパクトなまちづくりを

進めるための方針や施策を定める「歌志内市立地適正化計画」が策定され、居住誘導区域が設定

されました。 

居住誘導区域外には、土砂災害特別警戒区域や浸水深の深い洪水浸水区域が想定されている箇

所もあり、本市の住宅で過半を占める市営住宅を中心として、スマートシュリンク（戦略的集約）

によるコンパクト化を進めます。 

当面は、居住誘導区域外に立地する市営住宅を中心に居住誘導区域内への集約を進めます。 

資料：令和２年国勢調査結果（総務省統計局） 

将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

1995 年 

2020 年 

2050 年 

図 人口密度の変遷 
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将来的には、本町地区と文珠地区の二地区へさらにコンパクト化を進めます。 

 

図 スマートシュリンク（戦略的集約）による市街地のコンパクト化方針 

 

＜当面のコンパクト化＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜将来的なコンパクト化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地区別方針 

上歌地区 ・住宅地としての抑制を図ります。 

・日本遺産「炭鉄港」の構成文化財である旧上歌会館（悲別ロマン座）を中心とした

観光や、自然・農業を活かしたまちづくりを進めます。 

東光地区 

本町地区 

歌神地区 

・東光から歌神地区については、市営住宅を中心とした住宅地の集約化を進めます。 

・本町地区にはコミュニティセンター、郵便局、金融施設といった都市機能施設が立

地していることから、これらを生活拠点としての機能維持を図るとともに、行政機

能については、将来を見据え移転・各種機能の複合化を含め検討を進めます。 

・歌神地区については、神威岳の自然環境を活かし観光と連携した景観形成を進めます。 

神威地区 ・医療・福祉施設が立地していることから、医療拠点として交通ネットワークを確保

します。 

・住宅地については、市営住宅を中心に道道赤平奈井江線沿いへ集約化を進めます。 

中村地区 ・宿泊・観光施設を観光・交流拠点として周辺の景観形成を図るとともに、宿泊施設

に隣接する文珠地区の既存福祉施設等も含めて市内外の利用増を見据えた機能の

多機能化を進めます。 

・住宅地については、市営住宅を中心に道道赤平奈井江線沿いへ集約化を進めます。 

文珠地区 ・子育て機能及び教育機能を集約した子育て・教育拠点としつつ、将来を見据えた他

の行政機能の集約化を含め検討を進めます。 

・周辺の公的不動産未利用地を活用するなど、良好な住宅地としての形成を進めます。   
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II．前期基本計画 
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１．計画の体系 
 

（１）計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来像 重点プロジェクト 基本目標 

基本目標３ 
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未来につなぐ 

まち 

基本目標１ 

安全で 
持続的な 

まち 
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健康で 
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政策 施策分野 基本施策 

子育て支援・幼児教育 

学校教育 

１．出産・子育て支援の充実 

２．学校教育の推進 

社会教育・生涯学習 

文化・芸術・スポーツ 

男女共同参画 

多文化共生・国際交流・非核平和 

１．生涯学習の推進 

２．文化・芸術・スポーツの振興 

３．男女共同参画の推進 

４．グローバル社会の実現 

土地利用・景観・公共施設・市営住宅 

道路・公共交通・除雪・上下水道・公園・墓地 

広域行政・行政事務の効率化 

地球温暖化防止・環境衛生・自然環境保全 

行財政運営 

１．まちのコンパクト化 

３．都市基盤の整備 

４．効果的・効率的な行政運営 

２．脱炭素社会の推進 

５．健全な財政運営 

防災・危機管理・国土強靭化 

防犯・交通安全・消費生活・鳥獣対策 

火災予防・消防・救急 

１．防災体制の整備 

３．安全な市民生活の整備 

２．消防・救急体制の充実 

大学との連携・地域おこし協力隊・市民交流 

協働・住民参加・市民ボランティア 

市民参画 

地域福祉・地域コミュニティ・町内会 

３．交流・関係人口の拡大 

１．地域運営の体制づくり 

４．行政の市民参画 

２．コミュニティ活動の推進 

健康 

地域医療 

障がい者福祉 

低所得者福祉・国保・年金 

高齢者福祉・介護 

１．健康づくりの活性化 

２．医療体制の確保 

４．障がい者福祉の推進 

５．社会保障制度の適正な運用 

３．高齢者福祉の充実 

観光業・炭鉄港 

企業誘致・商業・鉱工業・農林業 

雇用・労働環境 

１．観光産業の振興 

２．産業の創出と振興 

３．雇用環境の充実 

移住定住・住宅・空き家 

情報通信基盤・デジタル化 

情報発信・広聴 

１．移住定住の促進 

２．デジタル社会の構築 

３．シティプロモーションの推進 

１．スマートシュリンク

による 

まちづくり 

２．安全な暮らしを

支える    

まちづくり 

１．協働で支え合う

まちづくり 

２．健康で安心して

暮らせる   

まちづくり 

１．みんなで   

子どもを育む     

まちづくり 

２．心の豊かさを 

高める     

まちづくり 

１．特色ある産業を

創出する   

まちづくり 

２．選ばれる・ 

住み続けたい 

まちづくり 
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（２）施策展開に向けた考え方 

本計画では、目指すまちの姿から逆算して、実現するために必要であり長期的に実行していく

べき施策を幅広く考えていく「バックキャスティング」による施策を検討し、目指すまちの姿の

実現に向けたまちづくりを進めます。 

一方、これまで取り組んできた施策など、具体的な事業展開が可能な施策は、フォアキャステ

ィングによって進めていき、バックキャスティングとフォアキャスティングの両輪による効果

的・計画的なまちづくりを目指します。 

 

図 バックキャスティングとフォアキャスティング両輪による計画づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年においては、市民と協働でまちづくりを進めることが大切であることから、各基本

施策には、“市民等が取り組むこと”を示します。 

後述する分野別計画の各基本施策における「主な施策事業」では、この考え方を踏まえて以下

のように区分しています。 

 

図 各基本施策「主な施策事業」のイメージ 

 

 

  

20 年後 

理想の 
将来像 

 

現在から 

予測される 

将来像 

 

現 在 

バックキャスティング 
⇒未来を起点に現在やるべき事を考える手法 

[新たに取り組むこと] 

フォアキャスティング 
⇒現在を起点に未来を予測する手法 

[継続して取り組むこと] 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①歌志内市都市計画マスタープラン・立地適正化計画に基づき、災害想定区域

内や道道から離れた住宅等をできるだけ居住誘導区域内に誘導し、土地の有

効活用を含めたコンパクト化を推進します。 

②公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な管理戸数を設置し、必要な改修を

行いながら既存市営住宅の維持管理に努めます。 

新たに 

取り組むこと 

①移転補償金を期間限定で増額し、用途廃止重点地区（上歌地区・中村中央地

区）の移転促進に取り組みます。（移転補償事業） 

②用途廃止における解体地区を新たに指定し、解体を促進します。 

 （市営住宅解体事業） 
  

市民等が 

取り組むこと 

①耐用年数を超過した老朽化市営住宅を廃止するため、入居者の移転住替え促

進についてご理解いただき、ご協力いただきます。 

②桜の折損等確認した際には、市役所へ連絡しましょう。 

 

 
「継続して取り組むこと」
は、フォアキャスティング
に基づく施策 

 
「新たに取り組むこと」
は、バックキャスティング
に基づく施策 

 
「市民等が取り組むこと」
は、市民等のまちづくりに
おける役割 

 
総合戦略と一体的に進める
「重点プロジェクト（後述）」 
を分かりやすく表現 
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２．重点プロジェクト 
本計画における重点プロジェクトは、将来人口の目標達成に向けて重点的に取り組むための施

策を示した「第３期歌志内市総合戦略」と整合を図り、分野の異なる施策や事業を一体的に行う

ことで総合的な成果をあげることを目指します。 

前期基本計画の計画期間である令和 12 年度までにおいて、「第３期歌志内市総合戦略」の施策

の柱である次の４つを「重点プロジェクト」として位置づけ、推進していきます。 

 

 

重点プロジェクト１ 安心して暮らせる環境をつくる 

きめ細やかで少人数に対する子育て支援や教育環境を形成するとともに、市内企業・団体等が

連携して「働きがい」と「働きやすさ」の確保に向けた取り組みを進め、若者・女性に選ばれる

まちづくりを進めます。 

また、学校教育や生涯学習等において、本市の魅力を積極的に発信し、本市に愛着を持ち、活

躍する人材の育成を図ります。 

一方で、人口減少に合わせて、まちをコンパクト化し、子どもから高齢者まで誰もが安心して

暮らし続けられる生活環境の維持を図りながら、高齢化が進み、働き手が不足するなかで、既存

の町内会等の枠組みを超えた、市民同士が互いに助け合う、新たな地域運営組織の構築と地域の

サービス拠点の形成を図り、共助による住み続けられるまちづくりを進めます。 

 

表 重点プロジェクト１「安心して暮らせる環境をつくる」の主な施策・具体的事業 

主な施策 具体的事業 分野別計画 整合箇所 

① オンリーワンの子育て・

教育環境の実現 

少人数に対する質の高い子育て・教育環

境の形成 

基本目標３ 1- 1、1- 2 

魅力的で充実した子育て・教育支援 基本目標３ 1- 1 

② 魅力ある働き方・職場の

創出 

若者・女性等多様な人材に選ばれる働き

方・職場の創出 

基本目標１ 1- 4 

基本目標３ 2- 3 

基本目標４ 1- 2, 1- 3 

地域で活躍する人材の育成 基本目標３ 1- 2 

③ 安全・安心な住環境の 

形成 

まちのコンパクト化 基本目標１ 

1- 1, 2- 1, 2- 3 

基本目標４ 2- 1 

定住促進に向けた支援の充実と環境整備 基本目標１ 1- 1 

基本目標４ 2- 1 

生活必需サービスの維持・確保 基本目標１ 1- 3 

基本目標２ 2- 2、2- 3 

④ 地域共生社会の構築 地域運営組織の構築 基本目標２ 1- 1 

地域のサービス拠点づくり 基本目標２ 1- 1 

基本目標３ 2- 1 
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重点プロジェクト２ 歌志内ならではの産業による稼ぐ力を高める 

本市は、道内有数の観光地である札幌市、旭川市、富良野市のほぼ中間に位置するという優位

性を持つとともに、道内観光客が近年増加していることを鑑みながら、本市への観光客誘導に向

けた取り組みをより一層進めていきます。 

また、地域資源や、特産品の高付加価値化を図ることによって、地域資源の域内循環による稼

ぐ力をつけて、産業の活性化を図ります。 

 

表 重点プロジェクト２「歌志内ならではの産業による稼ぐ力を高める」の主な施策・具体的事業 

主な施策 具体的事業 分野別計画 整合箇所 

① 地域資源を活かした産

業の高付加価値化 

観光サービス産業の高付加価値化 基本目標４ 1- 1,1 - 2 

地域資源を活かした食品・製品の高付加

価値化 

基本目標１ 1- 5 

基本目標４ 1- 2 

炭鉄港・自然景観など地域資源を活かし

た取組推進 

基本目標４ 1- 1 

中小企業への支援強化 基本目標４ 1- 2 

再生可能エネルギーの地産地消 基本目標４ 1- 2 

 

 

 

重点プロジェクト３ まちの魅力を高め、人の流れと支え合う環境をつくる 

本市では、これまで若者・子育て世代の移住促進に向けて、多様な支援策を行ってきました。

今後も、若者・子育て世代が必要とする支援を十分に行い、更なる移住促進を図ります。 

また、地域おこし協力隊を最大限活用し、人材の確保と任期終了後の定住に向けた関係構築を

図ります。 

人口減少下においても、さまざまな場面で大学生等色々な方と関わることは、地域の活力の向

上が図られるとともに、本市との関わりが将来の移住につながる可能性もあることから、関係人

口の創出・拡大に向けた取り組みを推進します。 

 

表 重点プロジェクト３「まちの魅力を高め、人の流れと支え合う環境をつくる」の主な施策・ 

具体的事業 

主な施策 具体的事業 分野別計画 整合箇所 

① 移住の更なる促進 移住促進策の強化 基本目標４ 2- 1 

移住者に対する経済支援 基本目標４ 2- 1 

地域おこし協力隊制度等の積極的活用 基本目標２ 1- 3 

基本目標４ 2- 1 

② 関係人口の創出・拡大 若者等との交流促進 基本目標２ 1- 3 

多様な人材の活用 基本目標２ 1- 3 

基本目標４ 2- 2 

二地域居住等の促進 基本目標２ 1- 3 

基本目標４ 2- 1 

関係人口を可視化する仕組みの構築 基本目標２ 1- 3 
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重点プロジェクト４ 持続可能な都市経営の基盤をつくる 

デジタル社会が進展するなかで、さまざまな情報先へ多様な媒体を活用した情報発信を積極的

に行うとともに、デジタル技術の活用による市民生活サービスの向上を図ります。 

人口減少が進み、財政がひっ迫するなかで、持続可能な都市経営に向けて、今後もさまざまな

分野での広域連携、官民連携、大学との連携協定等を推進します。 

 

表 重点プロジェクト４「持続可能な都市経営の基盤をつくる」の主な施策・具体的事業 

主な施策 具体的事業 分野別計画 整合箇所 

① デジタルなどの活用 デジタルを活用した情報発信等の強化 基本目標４ 

1- 1, 2- 2,2- 3 

生活サービスのデジタル活用 基本目標４ 2- 2 

デジタル技術の利活用に向けた環境整備 基本目標４ 

2- 1, 2- 2,2 - 3 

② 多様な連携の促進 多様な広域連携の推進 基本目標１ 1- 4 

官民連携・連携協定等の推進 基本目標１ 1- 3 

基本目標２ 1- 3 
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３．分野別計画 
 

基本目標１ 安全で持続的なまち 
 

１．スマートシュリンクによるまちづくり 

 

１－１．まちのコンパクト化 

 

 

（１）現状と課題 

○ 現在の住宅市街地は、かつて幾つもあった炭鉱時代の集落形成を引き継いでいることから東

西に分散しています。人口が激減した現在にあっては、厳しい財政状況のもと、以前の人口規

模を前提とした住宅市街地の維持は困難であり、今後の住生活に影響を与える懸念があります。

このため、今後は人口減少に伴い過剰となった市営住宅の再編・集約化を中心に、住宅や公共

施設を地区ごとに集約し、コンパクトな市街地の形成を推進しなければなりません。 

○ 旧ＪＲ歌志内線跡地を整備したサイクリングロード沿いを活用し、市民参加の桜並木植栽が

行われ、本市を散策してもらえるスポットとして景観の向上に努めてきました。 

○ 公共施設等の管理については、歌志内市公共施設等総合管理計画により総合的かつ計画的な

管理を行いつつ、今後の利用状況等を勘案し、長期的な視点に立った統廃合を実施する必要が

あります。 

○ 未使用となっている公共施設は老朽化が進み、環境衛生・安全面を含め今後の課題となって

います。 

○ 庁舎は、老朽化が進んでおり、建替や大規模改修を検討する必要があるとともに、低い土地

に立地しており、過去に大雨による浸水被害を受けていることから、災害対応の拠点として、

被災リスクを抑えるため、移転を検討する必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 公的住宅は他に比べて満足度が特に低く、

重要度が特に高いことから、早期の対応が

求められます。 

〇 都市計画・土地利用は前回から満足度が

高くなっているものの、他に比べて特に低

く、施策の充実が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【都市計画・土地利用】

満足度31位

重要度16位

(39項目中)

【公的住宅】

満足度33位

重要度８位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 道道赤平奈井江線の沿線に形成された市街地のスリム化を図ります。 

○ 今後も必要に応じて桜並木の維持・補修を行いながら、景観の向上に努めます。 

○ 施設を統廃合することによるコンパクト化を進め、今後の維持管理経費の節減に繋げます。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①歌志内市都市計画マスタープラン・立地適正化計画に基づき、災害想定区域

内や道道から離れた住宅等をできるだけ居住誘導区域内に誘導し、土地の有

効活用を含めたコンパクト化を推進します。 

②公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な管理戸数を設置し、必要な改修を

行いながら既存市営住宅の維持管理に努めます。 

③既存市営住宅の改善にあたっては、道道沿いに位置する状態のよい住宅を優

先し、良好な住環境の維持に努めます。 

④耐用年数を超過した老朽化市営住宅は用途廃止し、計画的に解体除却を進めます。 

⑤市街地のコンパクト化に向けた住宅の住み替え支援について検討します。 

⑥既存市営住宅内にて高齢者、障がい者、若年世帯、子育て世代とのミックス

コミュニティの形成に向け、検討を進めます。 

⑦市街地の集約化と同時に公園数の見直しを行い、誰もが快適に利用できる安

全・安心な公園づくりに努めます。 

⑧歌志内市の豊かな自然を活かした景観形成を推進します。 

⑨サイクリングロード沿いの桜並木の維持、補修による沿道の環境整備を行い

ながら景観づくりを推進します。 

⑩市内公共施設等について、市民ニーズに沿った有効活用を進めます。 

⑪市民や観光客が集まる、こども未来地域交流センター、道の駅、コミュニテ

ィセンターについては、主となる機能を活かした交流拠点づくりを進めます。 

⑫老朽化への対応及び防災拠点としての整備など、市庁舎のあり方について検

討します。 

新たに 

取り組むこと 

①移転補償金を期間限定で増額し、用途廃止重点地区（上歌地区・中村中央地

区）の移転促進に取り組みます。 

②用途廃止における解体地区を新たに指定し、解体を促進します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①耐用年数を超過した老朽化市営住宅を廃止するため、入居者の移転住替え促

進についてご理解いただき、ご協力いただきます。 

②桜の折損等確認した際には、市役所へ連絡しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

居住誘導区域内の人口密度 16.6 人/ha（R2) 9.9 人/ha 

市営住宅空戸率の減少 

( 空戸/( 管理戸数- 政策空家戸数))  

8.7% 

（57 戸/(1,126 戸- 472戸) ） 
5.0％ 

老朽化した市営住宅の解体戸数 196戸（H28～R6年度累計)   376戸（R8～R15 年度累計） 

市営住宅管理戸数( 公営住宅等長寿命化計画)  1,136 戸 760戸（R15 年度）   
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１－２．脱炭素社会の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、2050 年までのカーボンニュートラル

実現に向けた温室効果ガスの排出抑制や再生可能エネルギーの導入が求められるなか、本市に

おいては「住みたいまち、次世代に誇れるまちの実現」をスローガンに脱炭素社会の実現に向

け、「ゼロカーボンシティ」の宣言を行いました。今後は二酸化炭素排出抑制の検討が必要で

す。 

○ 近年は温室効果ガスの増加による地球温暖化が世界的な話題になるなどさまざまな環境問

題の発生を背景に地球規模の環境保全の重要性が求められており、次世代へ継承できる社会の

形成に向けた取り組みが求められています。 

○ 可燃ごみの処理については、５市９町による「中・北空知廃棄物処理広域連合」により、生

ごみの処理や資源ごみのリサイクル等は、２市３町による「砂川地区保健衛生組合」により運

営及び管理されています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 ごみ・し尿処理、公害対策ともに満足度が

高く、現状の維持が重要です。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 2050 年ゼロカーボン達成に向け、省エネルギー行動の促進に努めます。 

○ 環境美化意識の啓発に努めるとともに、市民や地域と行政が連携して、身近な生活環境の質

の向上に取り組みます。 

○ ごみ処理については、引き続き安定した運営が図られるよう、関係市町との連携・協力を強

化します。 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【公害対策】

満足度12位

重要度38位

(39項目中)

【ごみ・し尿処理】

満足度４位

重要度39位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 



29 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①町内会・自治会（以下、「町内会等」という。）等による資源回収活動を支

援し、ごみの適正処理や資源化、 再利用などを推進し、循環型社会の形成に

努めます。 

②市民と連携した環境美化活動を促進し、ポイ捨てなどがないきれいなまちを

目指します。 

③石狩川流域下水道組合との連携を図り、適正で衛生的な、し尿処理を推進し

ます。 

④大気汚染や水質汚濁等について、関係法令に基づき排出基準の遵守を徹底し

ます。 

⑤広報活動等により、公害防止のための住民意識の高揚を図ります。 

⑥ヤマメ放流を通して未来を担う子どもたちの環境教育を実施します。 

新たに 

取り組むこと 

①人口減少に対応し、市街地や公共施設のコンパクト化を契機とし、再生可能

エネルギーを最大限導入します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①ごみ減量・分別・リサイクルに日常的に取り組みましょう。 

②資源回収活動や環境美化活動に参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

１人年間ごみ排出量 284.52 ㎏/ 人/ 年 274㎏/ 人/ 年 

不法投棄件数（年間） １件 １件 
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１－３．都市基盤の整備 

 

 

（１）現状と課題 

○ 人口減少に伴い道路交通網のコスト効率が求められていますが、居住地域が分散しており、

進捗が滞っています。 

○ 住宅周辺の除排雪については、町内会等を中心とした相互扶助精神の啓発活動と、小型除雪

機の貸し出しのほか、高齢者世帯に除雪ヘルパーを派遣する事業等を進めています。高齢化が

著しい本市においては、高齢化に対応した雪対策が一層求められています。これまで地域住民

との協働で担ってきた除排雪作業は、住民の高齢化が進み、対応が難しくなっています。一方、

除排雪支援を望む住民ニーズは高く、また、要支援者も増加する見込みです。 

○ 上水道は、本市、滝川市、砂川市、奈井江町の３市１町で構成する中空知広域水道企業団に

より運営が行われています。市民のライフラインとして重要な役割を持つことから、企業団の

経営基盤の強化と安全で安心な水を安定的に供給していけるよう、構成市として役割を果たし

ています。 

○ 下水道は、既設の約 44.8 ㎞の管渠のうち 70％以上が 20 年以上経過しており、老朽化によ

る不明水の流入や地下浸水などの問題が顕在化しています。こうした背景を踏まえ、施設の老

朽化対策及び人口減少に伴う収益確保策の強化、中長期的な視点からの経営の健全化と財政基

盤の強化が課題となっています。 

○ 公共交通機関の確保は住民生活の基盤であるとともに、地域振興や観光振興などの点におい

ても欠かすことができません。 

○ 公共交通機関であるバス交通は、人口減少に伴う利用者の減少や、運転手不足の影響により

路線の維持、便数の確保が厳しい状況にあります。 

○ 一般住宅用地については、東光・文珠地区に１か所ずつ提供しています。今後、新たな分譲

地の整備について、検討する必要があります。 

○ 核家族化の進行や価値観の多様化などにより、墓地に関して合葬墓など新しい形態が見られ

ます。このため、多様なニーズを踏まえて墓地の整備を検討する必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 道路などの交通網・上下水道といったイ

ンフラは満足度が高くなっていますが、公

共交通・雪対策は重要度が特に高くなって

いることから、早期の対応が求められます。 

〇 上下水道以外は、前回からの満足度が高

くなっています。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「利便性の高い

まちづくり」であり、具体策として、公共交

通が少ないことを補うための買い物支援が

挙げられました。  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【公園・景観】

満足度30位

重要度18位

(39項目中)

【上下水道】

満足度６位

重要度35位

(39項目中)

【交通網の整備】

満足度10位

重要度14位

(39項目中)

【雪対策】

満足度25位

重要度７位

(39項目中)

【公共交通機関の整備】

満足度37位

重要度６位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 市民の安全かつ円滑、快適な交通を確保するとともに、コンパクトな市街地形成を進め、誰

もが暮らしやすさを実感できる快適で住みよいまちづくりを目指します。 

○ 安心して冬の生活が送れるよう除排雪体制の整備を進めます。 

○ 今後直面する課題解決に向け、国の主導するウォーターＰＰＰ（水分野の公共施設において、

官民が連携して取り組む事業方式）の活用について、石狩川流域下水道組合構成団体内連携会

議において検討し、その結果を「歌志内市下水道事業経営戦略」に反映させ、持続可能な水イ

ンフラの構築を進めます。 

○ バス路線の維持、運行便数の確保を図る必要があります。 

○ 地域公共交通について、時代の変化に対応したより良い地域公共交通の実現に向けた研究・

取り組みを推進します。 

○ 新たな分譲地について、先を見据えた必要性等について検討を進めます。 

○ 墓の維持管理、継承が困難な市民の要望を踏まえて、合葬墓の整備を検討します。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①道路機能の保全のため、道路パトロールを強化し、不良箇所の早期発見、早

期改善を図ります。 

②冬期間の安全確保のため、除雪機械の適正な管理や更新整備を進めるととも

に、効率のよい除排雪作業に取り組みます。 

③車道及び通学路等の除排雪体制を強化し、安全・安心な冬期交通の確保に努

めます。 

④町内会等を中心とする相互扶助精神の啓発を進めるとともに、高齢者世帯等

除雪サービス事業及び小型除雪機貸与事業を推進します。 

⑤中空知広域水道企業団の事業を推進することとし、水需要の減少、水道施設

の老朽化による更新費用の増大に対応し、必要な財源確保に努め、安全で安

定した水道水の供給を図ります。 

⑥水洗化率の向上に取り組み、市民の生活環境の向上を図ります。 

⑦下水道事業の水洗化率向上及び健全運営に努めます。 

⑧公共交通機関であるバス路線について、事業者との協議・要請を行い路線の

維持・便数の確保を図ります。 

⑨現状の広域交通網を維持するため、周辺自治体との相互連携による情報共有

に努めます。 

⑩現行の公共交通機関を維持しつつ、より快適な公共交通の仕組みについて研

究します。 

⑪落雪、除排雪に配慮した広い一般住宅用地を供給します。 

⑫多様なニーズを踏まえて墓地の整備を検討するとともに、適正な維持・管理

に努めます。 
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新たに 

取り組むこと 

①市民生活の向上、災害時への対応等に向けて民間企業や大学等との連携を推

進します。 

②除排雪等オペレーター人材不足の解消に向けた、調査・研究を行います。 

③持続可能な公共交通について、市の方針となる『地域公共交通計画』の策定

に向けた調査・研究を進めます。 

④新たな分譲地造成や民間賃貸住宅誘致について、調査を実施します。 

⑤合葬墓設置の必要性についての市民アンケートを実施します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①地域での助け合いを心がけましょう。 

②地域の公共交通を利用しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

市道の改良率 60.9% 70％ 

小型除雪機貸与事業利用数（年間） 12台 12台 

下水道水洗化率 91.5％ 92.0％ 

市内運行バス路線（歌志内線）の維持及び

便数の確保 
1 路線 12便/ 平日 1 路線 12便/ 平日 
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１－４．効果的・効率的な行政運営 

 

 

（１）現状と課題 

○ 地方分権が進展するなか、少子高齢化・人口減少社会が進んでいくことを考えると、本市を

含めた地方自治体を取り巻く状況は一層厳しくなることが予想され、これまで以上に効果的・

効率的な行政運営が求められ、さらには社会経済状況や多様化する行政需要に対して、自らの

判断と責任による対処が重要になります。 

○ 本市の行政運営は、社会的人手不足による行政職員の減少に備え、業務効率を高める必要が

あるとともに、現在は少人数でのグループ構成で業務を行っているため、職員の知識や経験に

依存する業務が増えています。この状況は、行政サービスの継続に支障となるばかりか、職員

の確保に影響を与える可能性があるため、安定した行政サービスを維持してくため、業務プロ

セスの見直しが必要です。 

○ 市民・行政職員双方の利便性向上に向けて、デジタル技術を活用した行政手続きについて検

討する必要があります。 

○ 事務事業を進めるにあたっては、本計画をはじめ各種計画に基づき効率化を図るとともに、

施策展開を効果的・効率的に行うため、PDCA や成果指標の設定による進行管理を行う必要が

あります。 

○ 公共施設等の管理については、歌志内市公共施設等総合管理計画により総合的かつ計画的な

管理を行う必要があります。 

○ 広域行政については、現在本市では、中空知圏域全体の活性化を目的とする中空知広域市町

村圏組合をはじめ、空知中部広域連合や中空知広域水道企業団など多くの広域的組織に加入・

参加しています。 

○ 地域課題が多様化・高度化していくなかにおいては、自治体同士の連携と協力による広域連

携が重要です。 

○ 高度・複雑化、多様化する行政課題に対応できるよう、職員の職務能力向上を図る必要があ

ります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 広域行政は前回から満足度が高くなって

いるものの、重要度は他に比べて高く、更な

る施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【広域行政】

満足度14位

重要度11位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 社会経済状況や市民ニーズを踏まえ、行政サービスの向上を図りながら効果的・効率的な行

政経営を目指します。 

○ 広域連携の取り組みは、行政事務の効率化と必要な市民サービスの提供につながるため、可

能性のある事務事業については広域連携の検討を進めていく必要があります。 

○ さまざまな行政課題などに対して、的確に対応できる職員を育成します。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①近隣市町や広域組織などとの連携を深め、行政事務の効率化と住民サービス

の向上を推進します。 

②共通の課題を抱える全国の自治体との連携を模索し地域課題の解決を図りま

す。 

③可能性のある事務事業について広域化の検討を進めるなど、効果的・効率的

な行政運営を進めます。 

④多様化する行政課題や自治型社会に対応できる職員を育成します。 

⑤行政職員における男性の出産・子育て休暇の取得など働きやすい環境整備を

推進します。 

新たに 

取り組むこと 

①歌志内市職員研修計画を策定し、職員の人材育成を効果的に推進します。 

②業務効率化を図るための AI システムの導入に取り組みます。 

③自治体フロントヤード改革の取り組みを検討し、行政サービスのデジタル化

による市民利用の利便性向上と職員の事務負担軽減を図ります。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①行政の取り組みについて、広報紙やホームページ等で確認しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

北海道市町村職員研修センター等の 

研修受講者数（年間） 
13人 20人 
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１－５．健全な財政運営 

 

 

（１）現状と課題 

○ 平成 19 年度から５か年に及ぶ財政健全化や、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

に基づく公債費負担の適正化への取り組みにより、平成 23 年度において危機的状況から脱却

したものの、地方財政制度の見直しに伴う地方交付税の減少などにより、今後も厳しい財政運

営が強いられます。 

○ 行財政改革、財政の収支改善に取り組んできましたが、地方交付税や国・道の支出金に依存

する部分は変わっておらず、今後も健全な行財政運営に努めなければなりません。 

○ 老朽化している市庁舎のあり方や防災拠点としての整備など、今後の大きな財政需要につい

ては、長期的な視点で財源対策を行い、健全な行財政運営の均衡を図る必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 健全な財政運営は前回から満足度が高く

なっているものの、重要度は他に比べて高

く、施策の充実が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性が「情報発信」と

「デジタル人材発掘」であり、そのなかでは、

補助金制度の活用が挙げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 自主財源の乏しい当市において、ふるさと応援寄附金などによる財源の確保を目指します。 

○ 限られた財源を効率的に活用し、事業の選択と集中を行いながら、市民ニーズに対応する行

財政運営を進めます。 

○ 健全な行財政運営に着実に取り組み、限られた財源で行うことができる健全な財政運営を目

指します。 

○ 自主財源の確保に向け、未納対策に努めるとともに、納税意識の向上と納税秩序の維持を図

ります。  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【健全な財政運営】

満足度21位

重要度10位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①ふるさと応援寄附事業を活用し、本市の PR と返礼品の充実によって、歌志内

市の認知度向上と寄附金の増加に取り組みます。 

②国や道、各種団体の有利な補助制度、交付税措置のある地方債等を活用し事

業を推進します。 

③経常経費の節減に努めるとともに、効率的・重点的に予算編成を行い、計画

的な財政運営に努めます。 

④自主財源の確保に向け、未納対策に努めます。 

新たに 

取り組むこと 

①インターネット対応の預貯金調査システムを導入します。 

  

市民等が 

取り組むこと 

①市内資源を活用した特産品の開発に取り組みましょう。 

②納税意識の向上と納税秩序の維持を保ちましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

ふるさと応援寄附金額（年間） 11,813 千円 15,000 千円 

実質公債費比率 7.9％ 18％以下 

市税収納率（全体） 96.2％ 96.8％ 

国民健康保険税収納率（全体） 72.8％ 75.9％ 

後期高齢者医療保険料収納率（全体） 100％ 100％ 

 

  



37 

２．安全な暮らしを支えるまちづくり 

 

２－１．防災体制の整備 

 

 

（１）現状と課題 

○ 本市では、市民の尊い生命と財産を災害から守るため、災害対策基本法に基づき「歌志内市

地域防災計画」を策定しており、災害発生時の応急対策や復旧など、災害から市民を保護する

ための総合的な対策を定めています。 

○ 災害の被害を減らすために重要となる「自助・共助・公助」の仕組みについては、住民に浸

透していないため、防災訓練や啓発活動を通して、地域防災組織の設立を促す必要があります。 

○ 市内は、ほとんどが土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域に指定されています。 

○ 公共施設の耐震化、既存不適格建築物の解消に向けた進捗率が低迷しています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 防災体制の整備は前回から満足度が高く、

現状の維持が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 市民に「自助・共助・公助」それぞれの役割を把握していただき、適切な備えをしてもらう

ための取り組みを進めます。 

○ 市民の防災意識の高揚と自主防災組織の育成など、地域の防災力の向上を図ります。 

○ 高齢者や障がい者など、災害弱者の安全を確保する支援体制の強化に努めます。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【防災体制の整備】

満足度11位

重要度21位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①地域防災計画・国民保護計画・防災マップは、必要に応じて見直します。 

②歌志内市強靱化計画の見直しを行います。 

③自主防災組織の育成・促進を図ります。 

④防災知識の普及に努めるとともに各町内会等における防災訓練等を実施し、

市民の防災意識の向上を図ります。 

⑤避難行動要支援者名簿に基づいた避難支援プラン（個別計画）を作成します。 

⑥備蓄物資を計画的に整備するとともに、災害時の情報伝達手段の多様化を図

ります。 

⑦ペンケ歌志内川河川改修に伴う関連事業を推進します。 

新たに 

取り組むこと 

①歌志内市強靱化計画を指針とし、大規模自然災害等に備えたまちづくりを推

進します。 

②内水ハザードマップの作成（下水道補助）に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①地域の防災訓練や防災活動に参加しましょう。 

②災害対策のための飲料水と食料の備蓄をしましょう。 

③避難施設までの徒歩による避難路の点検及び確認の実施に取り組みましょ

う。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

防災訓練等の実施団体数（年間） ３団体 ５団体 

内水ハザードマップの進捗率 ０％ 100％ 

  



39 

２－２．消防・救急体制の充実 

 

 

（１）現状と課題 

○ 婦人防火クラブ員のなり手不足と高齢化が進んでいます。 

○ 消防団員のなり手が不足しています。 

○ 現場経験豊富な職員の退職に伴い、今後は職員の育成が重要になります。 

○ 消防車両や施設の老朽化に伴い計画的な更新が必要です。 

○ ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の実態把握が必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 消防行政は満足度が高く、現状の維持が

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 婦人防火クラブ員、各町内会等の防火意識の高揚を図ります。 

○ 職員のスキルアップを図ります。 

○ 消防施設の維持管理と計画的な更新に努めます。 

○ 消防団員の確保を図ります。 

○ ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の迅速な救護を行う体制を整えます。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【消防行政】

満足度３位

重要度29位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①婦人防火クラブや町内会等との連携強化に努め、防火意識の高揚を図ります。 

②消防職員の教育訓練の充実に努めます。 

③消防施設の計画的な更新を図ります。 

④消防団への加入促進に努め、消防団の活性化を図ります。 

⑤ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の緊急時における救護体制の確立を図りま

す。 

新たに 

取り組むこと 

①大規模災害への対応強化のため、令和７年に策定した歌志内市消防本部受援

計画を基に、訓練や北海道消防学校での職員教育を実施します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①防火意識を高めましょう。 

②消防設備に関する理解を高めましょう。 

③消防団へ加入しましょう。 

④ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の救護に協力をしましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

消防団員数 48人 54人 

普通救命講習受講者数（年間） 35人 50人 
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２－３．安全な市民生活の整備 

 

 

（１）現状と課題 

○ 近年、犯罪はますます複雑化・悪質化し、地域における防犯体制づくりや防犯運動の強化が

より重要になっています。 

○ 全国的に重大犯罪などが現在でも発生しており、地域における犯罪者等への更生に対しての

理解が弱まっています。 

○ 犯罪により被害に遭われた方が、一日も早く平穏な生活を取り戻すための犯罪被害者支援に

係る取り組みが重要となっています。 

○ 本市の交通事故死ゼロ日数は令和６年 10 月 17 日に 5,000 日を達成し、現在は次期目標であ

る 6,000 日の達成を目指し、交通安全推進協議会を中心に交通安全の活動に取り組んでいます。 

○ 現在の車社会は、私たちの暮らしに大きな利便性をもたらした反面、交通事故や環境汚染な

どの社会問題も生み出しました。飲酒運転や酒気帯び運転といった交通モラルの欠如に起因す

る事故や、高齢者が被害者・加害者となる交通事故は増加傾向にあります。 

○ 食品の安全に関わる問題や環境問題、年々悪質・巧妙化する詐欺被害や多重債務など、消費

生活に関する社会問題が深刻なものになっています。こうした問題に対応するため、国におい

ては消費者庁を中心に、消費者の利益の保護及び増進を図るために必要な環境整備を進めてい

ます。複雑・巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺など、特に高齢者が狙われるケースが目立っ

ています。こうした被害を未然に防ぐには、消費者自らが正しい知識や情報を得ることが必要

です。 

○ 野生鳥獣による農業や家庭菜園の被害が増加していることから「防除」と「駆除」を実施し

被害の軽減を図ることが必要です。 

○ ヒグマ対策は、猟友会・警察と連携し早期の問題個体の特定及び適切な対処により、安全安

心な生活環境の確保に努めています。 

○ 猟友会の高齢化に伴い、担い手の育成が必要となっています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 交通安全は満足度が高く、現状の維持が

重要です。 

〇 交通安全、防犯体制の整備、消費者行政と

もに、他に比べて重要度は低いものの、消費

者行政は満足度も低いことから、適切な対

応が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人とのつ

ながりが強いまちづくり」であり、「人と人

とのつながりが強いまちづくり」は「治安の

良いまち」につながると考えられています。  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【消費者行政】

満足度29位

重要度33位

(39項目中)

【交通安全】

満足度７位

重要度37位

(39項目中)

【防犯体制の整備】

満足度16位

重要度25位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指すため関係機関との連携を密にし、防犯意識の向

上に取り組みます。 

○ 犯罪や非行の防止及び立ち直り支援に関する理解促進を図るため、歌志内学園児童・生徒へ

の啓発資材の配付や、イベント会場等における啓発活動を実施します。 

○ 関係機関・団体等と連携して啓発活動を推進し、交通安全思想の普及を図り、市民一丸とな

って交通事故の根絶を目指します。 

○ 関係機関との連携を密にし、消費生活情報の収集・提供をはじめ、学習機会や相談体制の充

実を図ります。 

○ 野生鳥獣による農業や人的被害の防止を目的に事故を未然に防ぐ対策を検討していきます。 

 

（４）主な施策事業 
重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①適切な情報提供や啓発活動に努め市民の防犯意識を高揚させるとともに、地

域での安全活動を推進します。 

②防犯協会の組織強化及びその活動を支援します。 

③関係機関・団体との連携により、犯罪の未然防止を推進します。 

④「社会を明るくする運動」の定着に努めます。 

⑤子どもから高齢者までの交通安全意識の啓発及び、高齢ドライバーを守る取

り組みについて研究します。 

⑥運転者の安全意識の高揚と、事業者に対する交通安全及び運転管理の徹底を

推進します。 

⑦正確な情報提供とわかりやすい消費者教育を推進し、複雑化する消費者問題

に関する正しい知識の普及と向上に取り組みます。 

⑧滝川地方消費者センターと連携のもと、消費者に対する相談と保護に努めます。 

⑨エゾシカ・ヒグマ等野生動物について、猟友会や警察と連携し被害の防止を

図ります。 

⑩狩猟免許取得費用の助成を行います。 

新たに 

取り組むこと 

①犯罪被害者支援制度構築に関する取り組みを進めます。 

②緊急銃猟マニュアルを活用しながら、関係機関と連携体制の構築に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①地域の防犯活動に参加しましょう。 

②市民をはじめ関係機関や団体がそれぞれの立場において力を合わせ、犯罪の

ない明るい地域社会を築く一翼を担いましょう。 

③春、夏、秋の交通安全運動期間中の「朝の街頭啓発」に参加しましょう。 

④鳥獣被害防止のための自己防衛を行いましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

地域見守り活動参加者数（年間） 73人 40人 

社会を明るくする運動街頭啓発（年間） 1 回 1 回 

人身交通事故 １件 ０件 

交通事故死ゼロの継続 5,165 日 9,000 日 

エゾシカ捕獲頭数（年間） 149頭 150頭 

アライグマ捕獲頭数（年間） 12頭 30頭 

狩猟免許取得費用の助成（年間） ０件 ３件 
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基本目標２ 健康で幸福を感じるまち 
 

１．協働で支え合うまちづくり 

 

１－１．地域運営の体制づくり 

 

 

（１）現状と課題 

○ これまでのまちづくりなど地域活動は、行政や町内会等が中心となって行われてきました。

しかし、人口減少や高齢化などによる会員の減少、社会情勢の変化によって、地域の運営が成

り立たなくなっている地域が増えてきています。 

○ 行政がこれまでと同様にサービスを維持・提供していくことは年々困難な状況になっており、

市民と行政がそれぞれの役割分担を明確にし、相互理解したうえで協働のまちづくりを行う

「新しい仕組み」を構築していく必要があります。 

○ 市民の高齢化率上昇傾向に伴い、ボランティアをはじめとした地域を支える担い手が不足し

ています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 市民参加は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、他に比べて低く、継続的

な施策の充実が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、「市民が主役」の観光づく

りやボランティア団体を立ち上げが挙げら

れました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、さまざまなイベント等

をマッチングするボランティア団体の創設

が挙げられました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」では、買い物支援、子育てカフェ、

簡易的なシルバー人材センターなどが挙げ

られました。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【市民参加】

満足度27位

重要度22位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 市民意識の高まりによって、身近な地域活動やボランティア活動への参加者が増加し、地域

のなかでの市民同士のこれまで以上のつながり、異なる地域同士のつながりが広がる、住み良

いまちを目指します 

○ 町内会等、地域おこし協力隊、ボランティア団体など多様な世代の多様な主体が参加する地

域運営組織の設立の促進を図ります。 

○ 市民が主体的にまちづくりや地域づくりに参加できるよう、町内会等や住民活動団体の支援

に努め、住民活動の活性化を図ります。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①まちづくり活動のけん引役となる、人材・組織を育成します。 

②ボランティア団体、町内会組織等の育成・支援を行うとともに、活動の促進

を図ります。 

③住民の自主的な活動を支援し、ボランティア活動への参加を促進します。 

④市民、事業者、ボランティア団体、行政等との地域福祉ネットワーク形成に

努めます。 

新たに 

取り組むこと 

①地域運営組織設立に向けて、研修会等により意識の醸成を行い、事業の立ち

上げ・運営を事務的・経済的に支援します。 

②地域運営組織に関連する仕組みについて検討し、行政が窓口となっている業

務の一部を移管するなど地域運営組織の活用を推進します。 

③交流イベント等の各種サービス提供、活動場所の提供（空き店舗活用などを

含む）、家賃などの助成支援に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①市民一人ひとりがまちづくりの主役であるという意識を持ちましょう。  

②地域の主体的な活動に積極的に参加しましょう。 

③団体や行政によるまちづくり活動に協力し、参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

新たな地域運営体制（組織）の構築 無し 構築 
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１－２．コミュニティ活動の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ 市民の高齢化率上昇に伴いボランティアをはじめとした地域を支える担い手が不足してい

ます。 

○ 市民のライフスタイルや価値観の多様化で、地域における人と人とのつながりが希薄になる

とともに、過疎化や少子高齢化、核家族化が進むなか、担い手不足などの要因が、地域コミュ

ニティ活動の弱体化を深刻なものとしています。 

○ 持続可能な地域づくりを進めるため、まちづくり活動の担い手の確保、若者の活動参加を促

進することが必要です。 

○ 町内会等活動やボランティア活動など各種の地域住民活動は、地域コミュニティを活性化さ

せる重要なものであり、地域団体等が取り組む地域づくり活動を行政も可能な限りサポートし

ていく必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 福祉体制は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、満足度及び重要度は他

に比べてやや低く、継続的な施策の充実が

求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、ボランティア団体の立ち上

げが挙げられました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」では、買い物支援、簡易的なシル

バー人材センターなどが挙げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 社会福祉団体の運営に対する補助を実施し、社会福祉の増進を図ります。 

○ 地域づくり活動支援事業補助金の周知と補助金活用を促しながら、町内会等や市内団体等が

取り組む地域づくり活動を支援します。 

○ 市民一人ひとりが地域を意識し、町内会等の組織において、地域課題を自ら解決する力を高

めることを目指します。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【福祉体制】

満足度23位

重要度23位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①民生委員・児童委員をはじめとする地域福祉を推進する人材の育成・強化を

図ります。 

②家庭や地域におけるノーマライゼーションの理念の普及と啓発を行います。 

③地域福祉の中核的組織である社会福祉協議会の機能の充実と、自立的な活動

を支援します。 

④町内会等組織など、市民の主体的な活動を支援します。 

⑤共に助け合い、安心して暮らせる地域づくりに向け、さまざまなコミュニテ

ィ活動の支援を図ります。 

新たに 

取り組むこと 

①町内会連合会と連携しながら共通認識をもって、町内会等の維持・再編など

に対する支援に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①市民、事業者、ボランティア団体、行政等との地域福祉ネットワークづくり

に取り組みましょう。 

②町内会等や各種団体の活動への理解を深め、参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

福祉に関する啓発活動の回数（年間） ３回 ３回 

ボランティア活動登録者数 80人 90人 

ボランティア年間活動者数 40人 45人 
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１－３．交流・関係人口の拡大 

 

 

（１）現状と課題 

○ 近年では、移住・定住だけではなく、地域に関わる多様な形として「交流・関係人口」の増

加が注目されており、交流・関係人口の増加が自治体の活性化や移住・定住につながり、地域

と人をつなぐ新しい可能性を持つ重要施策となっています。 

○ 本市においては、若者世代をはじめ人口減少が進んでいますが、移住・定住対策をはじめ、

地域おこし協力隊員の活動や協定を結んでいる大学との連携など、さまざまな施策や取り組み

を通じて交流人口と関係人口の増加を目指し、移住・定住へ繋げていく取り組みが必要となっ

ています。 

○ 協定先大学が行っている本市での実習について、少子化などにより年々参加する実習生が減

少しています。 

○ イベントやふるさと納税などを通した一定の交流はあるものの、継続的に地域と関わる「関

係人口」の創出には至っていません。 

○ 地域資源である炭鉱遺産や自然環境、地域文化を活かせるよう、関係団体と協力していく必

要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 国際・地域間交流は、満足度が前回に比べ

て高くなっているものの、他に比べて特に

低く、重要度はやや低く、施策の充実が求め

られます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル人材発掘」であり、そのなかでは、地域お

こし協力隊の活用が挙げられました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人のつな

がりが強いまちづくり」であると考えられ

ました。 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【国際・地域間交流】

満足度34位

重要度26位

(39項目中) R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 移住・定住対策やシティプロモーションなど、市で行っている各種施策や取り組みを連動さ

せながら、交流・関係人口の創出及び増加に繋げます。 

○ 市内イベントや各種観光施設への市外からの来場者の増加を目指し、市内外へ広く情報発

信・情報共有を図ります。 

○ 大学の実習に協力をし、本市の地域課題について一緒に取り組みます。 

○ 地域のまちづくり団体の活動を支援し交流人口並びに観光入込客数の増加を目指します。 

○ 魅力有る返礼品を充実させ、寄附金の増額とリピーターの確保を目指します。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①大学との連携により、学生のイベント・ボランティア等への参画や市民との

交流、大学の得意分野を活かしたまちづくりや地域課題の解決に取り組みま

す。 

②地域のまちづくり団体の活動支援や市民ニーズに沿った交流情報を案内する

等により、市外からの関係人口の増加を図ります。 

③地域おこし協力隊制度などを有効的に活用し、交流・関係人口の増加に繋げ

ます。 

④地域おこし協力隊の SNSや動画等を活用した情報発信に努めます。 

新たに 

取り組むこと 

①特定の期間に居住するための住居や宿泊施設を確保し、二地域居住等を促進

します。 

②企業が興味を示すような施策事業を展開し、「企業版ふるさと納税」による

寄附をいただいた企業と良好な関係を築き、交流・関係人口の増加を図りま

す。 

③市外に居住する方で、本市と継続的に関わりを持つ方を見える化する仕組み

を構築するとともに、交流・関係人口の増加を目指す取り組みを推進します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①市内で行われる各種イベントへ積極的に参画し交流を図りましょう。 

②大学が行っている「地域デザイン実習」におけるフィールドワーク調査に協

力しましょう。 

③市内資源を活用した特産品の開発に取り組みましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

大学との連携分野 １分野 ２分野 

企業版ふるさと納税寄付件数（年間） ４件 ８件 

ふるさと納税寄附者数（年間） 923人 1,200 人 
  



49 

１－４．行政の市民参画 

 

 

（１）現状と課題 

○ 本市では、平成 27 年度に策定した基本構想において「みんなで創る笑顔あふれるまち」を

目指し、市民と行政がお互いに協力しながら「協働」のまちづくりを目指してきました。 

○ 各種計画策定などにおいては、市民アンケート調査や各種会議への市民公募、各種広聴事業

やパブリックコメントなどを通じて市政への市民参画に取り組んできました。 

○ 本市を含め社会的なニーズや地域課題が多様化・複雑化しており、今後これらに対応するに

は、行政のみならず市民や各種団体など地域の多様な主体が協働してまちづくりを行うことが

必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 市民参加は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、他に比べて低く、継続的

な施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ “きょうどう“のまちづくりを目標に、市民や各種団体と行政が情報・意識を共有し”きょうど

う“することで課題解決に取り組み、持続可能な活力あるまちづくりを推進します。 

 

（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①まちづくり講演会などを開催し、“きょうどう”によるまちづくりへの意識

の高揚を図ります。 

②各種計画策定にあたっては、市民参画による計画づくりを進めます。 

③まちづくり等の市民参画において SNSなどの活用を図ります。 

④まちづくり活動のけん引役となる、人材・組織を育成します。 

新たに 

取り組むこと 

①多様な主体が地域課題の解決に取り組む仕組みづくりに取り組みます。 

  

市民等が 

取り組むこと 

①行政アンケートなどには、意欲的に回答しましょう。 

②公募委員への応募は、積極的に行いましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

まちづくり講演会の開催数（年間） ０回 1 回 

人材育成に向けた研修等への参加者数 

（年間） 
０人 ５人 

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【市民参加】

満足度27位

重要度22位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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２．健康で安心して暮らせるまちづくり 

 

２－１．健康づくりの活性化 

 

 

（１）現状と課題 

○ 平均自立期間は男女ともに全国・全道と比較して短くなっています。 

○ がん検診や各種健康診査の受診率が低い状況となっています。 

○ 死亡原因をみると、悪性新生物（がん）や心疾患・脳血管疾患などの生活習慣病が多くなっ

ており、生活習慣病の発症予防・重症化予防対策が必要です。また、肺炎による死亡も多く、

感染症対策が必要です。 

○ 子どもや成人で朝食を欠食している方がおり、望ましい生活習慣を意識できるよう、知識の

普及啓発が必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 保健行政は、満足度が高く、重要度は低い

ことから、現状の維持が重要です。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、健康観察等ができる環境整備が挙げら

れました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられました。 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 食生活や身体活動など、生活習慣改善に関する正しい知識の普及を図ります。 

○ 生活習慣病の発症予防・重症化予防に努め、健康寿命の延伸を図ります。 

○ 感染症の正しい知識の普及や予防接種の適切な実施を継続し、感染症対策の充実を図ります。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【保健行政】

満足度２位

重要度28位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①市民の自主的な健康管理意識の高揚と保健指導の充実を図ります。 

②受診しやすい検( 健) 診の体制づくりを進めるとともに、受診率向上とがんや

生活習慣病の早期発見に努めます。 

③生活習慣病の発症予防や重症化予防に努めます。 

④感染症の予防と早期治療を推進します。 

⑤ライフステージに応じた食育を推進します。 

⑥糖尿病と歯周病の重症化予防のため、歯科健診を実施します。 

⑦健康ポイント事業により、健康づくりへの意識向上を図ります。 

新たに 

取り組むこと 

①腹部・頸部のエコー検査を実施します。 

②体成分分析器を用いた保健指導を実施します。 

③見守り端末「うたチャン」を活用した各種教室のライブ配信を実施します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①健康づくりに関心を持ちましょう。 

②食育に関心を持ちましょう。 

③がん検診や健康診査を受診しましょう。 

④予防接種を受けるよう努めましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

平均自立期間（男性） 76.9 歳 79歳 

平均自立期間（女性） 81.3 歳 84歳 

要介護認定率（空知中部広域連合実績） 18.7％ 18.7％ 

特定健診受診率 46.1％ 60％ 

大腸がん検診受診率（40～69歳） 11.7% 15％ 

季節性インフルエンザの接種率（定期） 57.3％ 60％ 

週３回以上朝食を抜く者の割合の減少 

（特定健診受診者） 
10.7％ 10％ 

朝食を毎日食べる子どもの割合 

（歌志内学園６年生） 
83.3％ 100％ 
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２－２．医療体制の確保 

 

 

（１）現状と課題 

○ 市内の医療機関は、市立病院１施設、民間歯科診療所 1 施設となっています。 

○ 市立病院は、唯一の内科診療を行っている医療機関として、市民の初期診療を担うとともに、

訪問看護や各種健康診断、予防接種などを実施しながら市民の疾病予防や健康づくりに取り組

んでいます。 

○ 人口減少に伴う患者数の減少や物価高騰の影響による各種経費の増加により経営環境が悪

化していることから、必要な医療を提供していくための対策が求められています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 医療体制は、満足度が最も高いことから、

現状の維持が重要です。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 令和６年３月に策定した歌志内市立病院経営強化プランに基づき経営改善に取り組んでい

きます。 

○ 近隣の病院との連携を強化し、中空知地域医療構想に基づくバランスの取れた医療提供体制

を構築していきます。 

○ 医療・介護・福祉・保健との連携強化を進めていきます。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①医療従事者を確保します。 

②医療機器を整備します。 

③業務の効率化による安定した経営を推進します。 

新たに 

取り組むこと 

①電子カルテシステムの導入などにより医療 DXの推進を図ります。 

  

市民等が 

取り組むこと 

①病気の兆候などの早期発見・早期治療を心がけましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

市立病院常勤医指数 ２人 ２人 

病床利用率 70.0％ 80.0％ 

経常収支比率 90.8％ 100.0％以下 

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【医療体制】

満足度１位

重要度17位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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２－３．高齢者福祉の充実 

 

 

（１）現状と課題 

○ 高齢化率の上昇に伴い、一人暮らし、身寄りがない、認知症などの問題を抱える高齢者が増

加しており、介護予防や認知症対策、見守り環境など、地域のサポート体制が必要となってい

ます。 

○ 介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で、安心して生活を続けるために

は、介護、予防、医療、生活支援、住まいの各サービスが切れ目なく利用できる地域づくりが

必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 高齢者福祉は、満足度が前回に比べて高

くなっているものの、他に比べて重要度が

特に高く、更なる施策の充実が求められま

す。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられ、さまざまなイベントの重要性

が挙げられました。 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 地域包括支援センターはもとより、社会福祉協議会や介護サービス事業所、行政等が一体と

なって高齢者福祉の充実を図ります。 

○ 自宅に引きこもることなく外出する機会を増やし、高齢者の生きがいづくりと意欲の向上を

図り、心身機能の維持・向上に繋げます。 

○ 公共交通運賃の一部を助成することにより、日常生活の利便性の向上と社会活動の拡大を図

ります。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【高齢者福祉】

満足度19位

重要度９位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護、予防、住まいと福祉など、

各分野の連携が図れるよう、地域包括ケア会議を充実していきます。 

②高齢者一人ひとりを地域で支えることができるよう、地域介護力の向上を図

るため、介護教室や認知症サポーター養成講座など、知識や技術の習得の場

を継続的に提供していきます。 

③地域サロンなどの育成を図り、その活動を支援します。 

④住み慣れた地域で安心して生活できるよう、緊急通報装置の設置を継続する

とともに、地域の見守り活動を強化します。また、体力的に草刈り作業を自

力で行うことが困難な高齢者等に対し、草刈りヘルパーを派遣します。 

⑤加齢により耳が聞こえにくくなり、日常生活に不便を感じている方を対象に、

補聴器の購入に要する費用を助成します。 

⑥高齢者の長寿を祝福する事業を実施し、生きがいと意欲の向上や市民の敬老

思想の高揚を図ります。 

⑦老人クラブ活動を支援し、市外研修など外出や交流の機会の確保を図ります。 

⑧「歌志内市地域福祉計画」に基づき、高齢者一人ひとりが地域の絆を大切に

し、地域の一員としてのつながりを持ち続けることができるよう支援してい

きます。 

⑨公共交通運賃の一部を助成し、日常生活の利便性の向上や積極的な社会活動

の拡大を図ります。 

新たに 

取り組むこと 

①見守り端末「うたチャン」を活用した各種教室のライブ配信を実施します。

（再掲） 
  

市民等が 

取り組むこと 

①各種サービスを有効に活用しましょう。 

②各種外出支援サービスを活用しながら、講座・行事等へ積極的に参加しまし

ょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

介護教室の開催回数（年間） ４回 ４回 

見守り端末「うたチャン」の稼働率 事業未実施 90％ 

敬老行事への参加率 13％ 20％ 

高齢者外出支援交通機関利用助成事業の

利用率 
76％ 80％ 

高齢者市内おでかけ支援事業の利用率 84％ 90％ 
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２－４．障がい者福祉の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ 障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、障害福祉サービスの量

的・質的充実が求められています。 

○ 就労支援等により就労機会は拡大しているものの、一般就労への移行や就労定着が十分とは

いえない状況にあり、障がいのある人が能力や特性に応じて働き続けられる環境づくりと、社

会参加の促進が必要です。 

○ 地域での生活や社会参加を支える日中活動の場や支援拠点が十分に確保されておらず、サー

ビス提供体制の充実が課題となっています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 障がい者福祉は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの、他に比べてやや低

く、重要度は他に比べてやや高いことから、

更なる施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 地域の実情にあった障がい者支援施設を誘致することにより、障がい者と地域住民が共に支

え合う共生社会の実現を目指します。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【障がい者福祉】

満足度28位

重要度12位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①住み慣れた地域社会で、自立し安心して暮らしていけるよう、保健・医療サ

ービス、相談・情報提供など日常生活に必要なサービスを提供します。 

②就労に関する相談機能を強化し、就労支援の拡充を図ります。 

③保健、医療、福祉の担い手の養成、確保を図り、障がい者同士や地域との交

流を促進するとともに、地域福祉推進の基盤づくりを進めます。 

④障がいに関わらず、さまざまな分野での社会参加が可能となるよう、支援体

制の充実に努めます。 

⑤障害者福祉施設等に入所する障がい者の社会参加が可能となる地域社会共生

の実現のため、地域生活への移行を推進します。 

新たに 

取り組むこと 

①障がい者支援施設の誘致に取り組みます。 

  

市民等が 

取り組むこと 

①障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合いまし

ょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

障がい者支援施設 １箇所 ２箇所 

障害者福祉施設等の入所者数（地域生活へ

の移行を推進） 
29人 25人 
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２－５．社会保障制度の適正な運用 

 

 

（１）現状と課題 

○ 高齢化率の上昇や医療技術の高度化、疾病の構造変化により一人あたり医療費は全道・全国

と比較して高額となっており、医療費の適正化が図られるよう、被保険者の健康保持・増進に

取り組む必要があります。 

○ 民生委員・児童委員や関係機関との連携を密にし、援護を必要とする世帯の的確な把握と相

談体制を継続する必要があります。 

○ 国民健康保険は令和 12 年度より北海道が示す統一保険料となり、保険料の引き上げが見込

まれることから、加入者の負担軽減を図る必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 社会保障制度は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの、他に比べて低く、更

なる施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 医療費の適正化が図られるよう、被保険者の健康保持・増進に取り組みます。 

○ 市民が安心して相談できる体制を整えます。 

○ 保険税率の維持に努めます。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【社会保障制度】

満足度26位

重要度19位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

＜国民健康保険制度・後期高齢者医療制度＞ 

①特定健診・特定保健指導、後期高齢者の健診を積極的に実施し、被保険者の

健康づくりを推進します。 

②北海道並びに各広域連合と連携を図り、事業の安定化に努めます。 

＜低所得者福祉＞ 

③民生委員・児童委員や関係機関との連携を密にし、援護を必要とする世帯の

的確な把握と相談体制の充実を図ります。 

④生活困窮世帯の経済的自立を助長するため、生活保護制度や生活福祉資金貸

付など、各種援護制度の周知徹底と活用を促進します。 

⑤就業の相談・指導を充実し、安定的な就業を促進します。 

新たに 

取り組むこと 
― 

  

市民等が 

取り組むこと 

①健診を受診しましょう。 

②困りごとは抱えず誰かに相談しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

特定健診受診率 46.1％ 60％ 

後期高齢者健診受診率 16.4％ 20％ 

保護受給世帯（高齢者を除く）の就労率 32％ 40％ 
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基本目標３ 笑顔あふれ未来につなぐまち 
 

１．みんなで子どもを育むまちづくり 

 

１－１．出産・子育て支援の充実 

 

 

（１）現状と課題 

○ 地域のつながりの希薄化、共働き世帯の増加や家事や子育ての負担の偏りなど、子どもを育

てる家庭環境の変化や課題は多様化しています。 

○ 子育ての経済的・精神的負担が考えられます。 

○ 近年の人口減少や少子化等社会環境の変化に伴い、子どもの生活習慣の欠如や規範意識の不

足が問題となっています。 

○ 人口減少に加え少子化により、児童数は減少していますが、児童館や放課後児童クラブ（学

童保育）など子どもの居場所づくりを充実し、健全育成活動を推進するため、令和８年４月開

設のこども未来地域交流センターを有効活用しながら、教育環境を充実させていくことが重要

となっています。 

○ 心と体の発達基礎を形成する重要な時期である幼児期から幼保小接続期までの期間は、教育

の出発点となる家庭を取り巻く環境を整えることや、家庭と連携して健やかな育成に努めるこ

とが必要です。 

○ 需要と供給のバランスを考慮しながら多様な子育て支援策の検討が必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 子育て支援は、満足度が前回に比べて高

くなっているものの、重要度は他に比べて

やや高いことから、更なる施策の充実が求

められます。 

〇 幼児教育は、満足度が高く、重要度は他に

比べてやや低いことから、現状の維持が重

要です。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルを活用した子育て環境の充実

が挙げられました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人のつな

がりが強いまちづくり」であり、具体策とし

て、子育てカフェや地域カフェ（市民保育）

が挙げられました。 

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【子育て支援】

満足度９位

重要度13位

(39項目中)

【幼児教育】

満足度８位

重要度20位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 不妊に悩む方の経済的負担の軽減を図ります。 

○ 妊娠期から子育て期における切れ目のない支援を行います。 

○ 子育て用品購入費の補助や子育て用品のレンタル事業の実施により、経済的負担の軽減を図

ります。 

○ こども未来地域交流センターにおいて、放課後、一度帰宅せずに施設利用ができる仕組みづ

くりを実施します。 

○ ALT（外国語指導助手）等を認定こども園に派遣し、幼児期から英語に親しむ機会を設ける

ことにより、就学後における英語学習への円滑な移行と国際理解の促進につながる環境づくり

を推進します。 

○ 幼児期及び幼保小接続期のコミュニケーションや運動など教育の質的向上を目指し、認定こ

ども園と歌志内学園、家庭と連携しながら、育成及び教育環境の充実に取り組みます。 

○ 子育て世帯の意見を聞きながら、特色あるオンリーワンの子育て支援の充実を目指します。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①不妊治療費と特定不妊治療時の交通費を助成し、不妊に悩む方の経済的負担

の軽減を図ります。 

②健康教育、健康診査、相談、訪問など母子保健事業を充実し、健やかな妊娠・

出産・育児への支援に取り組みます。 

③産後ケア事業により、母親の心身不調や不安の軽減を図ります。 

④子育て用品のレンタルや購入費の補助など、経済的な負担軽減を図ります。 

⑤子どもの居場所づくりの充実のため児童館や放課後児童クラブ（学童保育）

事業を推進します。 

⑥ALT（外国語指導助手）等を認定こども園に派遣します。 

⑦「歌志内市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、少子化対策や子育て家

庭への支援のため、児童福祉施策を体系的に推進します。 

⑧関係機関との連携により、児童相談や指導体制の充実を図ります。 

⑨子育ての仲間づくりや地域での育児支援体制づくりを進め、母子の孤立化を

防止します。 

⑩ひとり親家庭の生活安定のために貸付制度の利用促進を図ります。 

⑪認定こども園の運営、延長保育、一時預かり、子育て支援センターなどの充

実に取り組みます。 

新たに 

取り組むこと 

①電子母子手帳の導入を実施します。 

②こども誰でも通園制度に取り組みます。 

③子ども家庭センターの体制整備を進めます。 

④保育園留学事業に取り組みます。 

⑤児童・生徒が一度帰宅せずともこども未来地域交流センター内にある児童館

や図書館を有効活用できる仕組みづくりを策定します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①妊娠、出産、育児についての理解を深めましょう。 

②健診を受けましょう。 

③困りごとは抱えずに相談しましょう。 

④市が行っている子育て関連事業を有効活用しましょう。 

⑤児童福祉サービスを活用しましょう。 
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（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

妊娠届出時期が妊娠 12週未満の割合 100％ 100％ 

３歳児健診受診率 83.3％ 100％ 

３歳児健診でむし歯がない児の割合 100％ 100％ 

子育て環境の満足度（アンケート調査） 

（就学前） 
53.2％ 65.0％ 

子育て環境の満足度（アンケート調査） 

（前期課程） 
51.7％ 65.0％ 

こども園利用者数 34人 30人 

保育園留学世帯数（年間） 事業未実施 30世帯 

児童館利用児童数（年間） 1,334 人 
13,000人 

（R8～R17年度累計） 

放課後児童クラブ（学童保育）児童数 

（年間） 
844人 

8, 000 人 

（R8～R17年度累計） 

ALT（外国語指導助手）を認定こども園に派

遣（ALT招致人数）（年間） 
１人 

10人 

（R8～R17年度累計） 
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１－２．学校教育の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ グローバル化やデジタル化、AI の進展によって，子どもたちがこれから直面する社会は、こ

れまで以上に変化のスピードが増しています。 

○ 従来からの「生きる力」の育成に加え、変化への柔軟な適応力や、個別最適な学びと協働的

な学び、情報活用能力の向上が求められています。 

○ 本市においては少子化が進み、令和３年度には義務教育を一貫して行うことができる義務教

育学校を設立しました。このことにより、小・中の連携を重視した学力や体力向上対策を推進

するとともに、放課後や長期休業を活用して個に応じた学習サポートの充実を図るなど、基礎

学力を向上させる取り組みを行う必要があります。 

○ 特別支援教育については、対象となる障がいのある児童・生徒一人ひとりに寄り添った適切

な支援が受けられるよう保護者、医療、福祉及び各教育機関が連携し、教育環境の整備を行う

必要があります。 

○ 学校給食について、施設の老朽化は否めませんが、味については児童生徒に評判が良く、栄

養教諭による栄養指導はもとより、適切な食習慣を身に付けることによる学習環境を整える教

育を実施する必要があります。 

○ 放課後児童対策については、義務教育学校と同じ敷地に令和８年度から運用開始するこども

未来地域交流センターにて、子育て世帯の保護者のニーズに対応する必要があります。 

○ 学校の運営は、保護者と教員だけではなく地域の協力も必要であるため、学校、家庭、地域、

行政が連携、協力して運営し、地域全体で子どもを育てていく必要があります。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 学校教育は、満足度が前回に比べて高く、

重要度は他に比べて低いことから、現状の

維持が重要です。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルを活用した子育て環境の充実

が挙げられ、具体策として、児童・生徒に一

人一台あるデジタル端末の更なる活用が挙

げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 個性豊かな人格と社会環境に適応できる能力を育成するため、学校と家庭、地域社会と連携

し、児童・生徒の指導を図ります。 

○ 義務教育学校開設に伴い、義務教育９年間の一貫した指導の実施、前期課程（１～６年生）

への、中学校免許を持つ教員の専科授業による授業内容の充実を継続するとともに学力・体力

向上対策の推進に努めます。 

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【学校教育】

満足度５位

重要度24位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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○ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）事業の充実により、地域ぐるみで学校を支

援する体制の継続に努めます。 

○ ALT（外国語指導助手）を義務教育学校に派遣し、前期課程から授業に取り入れることによ

り、英語でのコミュニケーション能力の向上、英語検定受験の推進等国際社会に対応できる教

育を推進します。 

○ ICT 教育の拡充を図るため、ICT 支援員の派遣等教職員の研究・研修体制の充実に努めます。 

○ いじめや不登校等の未然防止や早期発見・早期対応を図るため、学校や関係機関との連携体

制や相談体制の充実に努めます。 

○ 教材、給食費、修学旅行費などの助成事業を継続し、教育費に関する保護者負担の軽減を図

ります。 

○ 放課後や長期休業を活用し、個に応じた学習指導の充実や、公的学習塾の継続等基礎学力の

向上に取り組みます。 

○ 青少年センターや子ども会育成者連絡協議会の活動を促進し、児童・生徒の非行防止と健全

育成に努めます。 

○ 急速に普及する AI 技術に対応するため、人型ロボットを教材に活用し、スマートロボット、

IoT が普及する時代に生きる子どもたちの育成を図ります。 

○ 郷土愛を育むために、市の成り立ちや地域資源を生かした教育環境の充実を図ります。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①前期課程の専科授業の取り入れや児童・生徒の学力・体力向上対策に取り組

みます。 

②英語でのコミュニケーション能力の向上により国際社会に対応できる人材を

育成するため外国青年招致事業（義務教育学校）を継続します。 

③保護者の負担を減らし、質の高い食事を提供するため、学校給食費の完全無

償化を継続します。 

④高等学校等保護者の負担を減らすため、高等学校等就学支援金制度を継続し

ます。 

⑤より質の高い授業を受ける環境を整えるため市費による教員確保（複式学級

の解消）に努めます。 

⑥地域ぐるみで学校を支援するため、コミュニティ・スクール（学校運営協議

会制度）事業の充実を図ります。 

新たに 

取り組むこと 

①英語でのコミュニケーション能力の向上や実体験により、グローバルな人材

を育成するため海外派遣事業（後期課程）に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①学校経営へ関心を持ち、教育活動など積極的に協力しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

児童・生徒数 60人 60人 

教員数（市費教員１人含む） 23人 22人 

学級数（カッコは、特別支援学級数） 12（３）学級 11（２）学級 
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２．心の豊かさを高めるまちづくり 

 

２－１．生涯学習の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ すべての子を持つ親にとって子育てがしやすい環境を整えていくことはもちろんのこと、保

護者を対象とした学習機会の設定や、地域で子どもを育む機会の創出など、一歩踏み込んだ支

援を行うことが必要になっています 

○ 成人期は、家庭や職場、地域などにおいて中心的な役割を担っており、「仕事が忙しい」とい

う理由で社会教育事業への参加者も少なくなっています。しかし、現代的な課題を解決するた

めには、より高度な充実した学習が必要であるとともに、やがて迎える高齢期において生きが

いのある生活を送ることができるよう、さまざまな学習が必要となってきます。 

○ 多くの高齢者は成人者としての役割も担わなければならないため、地域のボランティア活動

などを通し、積極的に社会参加や地域交流を図り、知識や技能などの経験値の高さを活かすこ

とができるよう、その機会拡充を図る必要があります。 

○ 市民講座「チロル学園」について、身近で関心の高いテーマを重視した学習内容、成人と高

齢者の趣味・娯楽等を通じた交流機会の促進、生きがいづくりの場を提供できるよう様々な活

動を推進してきました。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 成人学習、高齢者学習、社会教育施設は、

いずれも他に比べて満足度がやや高く、重

要度は低いことから、現状の維持が重要で

す。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルの活用に向けた高齢者への学

習機会の提供が挙げられました。 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 社会教育講座の充実、さらには学び続けることで、知識やスキルを深め、自己実現を図りま

す。 

○ 地域に根ざした学習活動として、地域の特性や課題に即した学びを提供することで、地域社

会の活性化に貢献するよう努めます。 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【高齢者学習】

満足度17位

重要度30位

(39項目中)

【成人学習】

満足度15位

重要度36位

(39項目中)

【社会教育施設】

満足度13位

重要度27位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①子育て世代に必要な情報提供とともに、多様な分野での学習機会の充実を図

ります。 

②女性団体や指導者を育成するなど、女性の社会参画の促進に努めます。 

③成人者が参加しやすく、かつ、多様なニーズに応えられる学習活動を推進し

ます。 

④うたみん市民講座「チロル学園」について、より魅力のあるものとなるよう

講座内容の充実を図ります。 

新たに 

取り組むこと 

①こども未来地域交流センターを含め各種教育施設を有効活用しながら、多様

な主体と連携・協働し、市民のニーズに対応した学びの場や機会、学習内容

の充実を図ります。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①市内で行われる行事等へ積極的に参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

社会教育講座・教室等の実施数 16講座 16講座 

「チロル学園」講座参加者数 23人 200人（R8～R17年度累計） 
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２－２．文化・芸術・スポーツの振興 

 

 

（１）現状と課題 

○ 文化連盟加入サークルは、ここ 10 年間で４分の１ほどに減少し、新規サークル数の減少に

加え、現サークルの高齢化が課題となっています。シニアの中心を形成していた団塊世代も 80

歳代となり新たな年齢層の加入や新規サークルの結成が、文化活動を活性化させるうえで必要

となっています。 

○ 気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりのため、近隣市町との施設の共同利用を進

めていくことが重要となっています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 芸術・文化、スポーツは、いずれも他に比

べて満足度がやや低く、重要度は低いこと

から、継続的な施策の充実が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 芸術や文化に触れることで、感性や創造力を養うことを目指します。 

○ 誰もが気軽に参加できるスポーツ活動を増やし、運動不足の解消を目指します。 

○ 生活習慣病の予防やメンタルヘルスの向上を図ります。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【スポーツ】

満足度22位

重要度32位

(39項目中)

【芸術・文化】

満足度18位

重要度31位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①自主的サークルの活動について、施設利用や運営の支援などに努めます。 

②市民の創作活動を奨励し、芸術・文化鑑賞機会の拡大を図ります。 

③郷土文化を継承するため、多彩な人材を確保するとともに、ボランティアの

協力を得ながら活動内容の充実に努めます。 

④近隣市町と、スポーツ施設等の共同利用を促進します。 

新たに 

取り組むこと 

①モルックなどのニュースポーツについても研究しながら、世代に関係なく、

すべての市民が多様なスポーツに親しみ、お互いに交流することができるよ

う、機会の確保や体制に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①スポーツイベントなどの行事へ積極的に参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

自主活動サークル数（団体数） 14団体 14団体 

高齢者が参加できる軽スポーツ事業数 ２事業 ２事業 

郷土館入館者数（年間） 3,829 人 4,000 人 

スポーツ施設の利用者数（こども未来地域

交流センター・学校開放）（年間） 
1,699 人 1,500 人 
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２－３．男女共同参画の推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ 誰もが生き生きと暮らすことのできる多様性と活力のある社会を築いていくためには、お互

いの人権を尊重し、責任を分かち合い、家庭や職場、地域社会など、あらゆる場面で個性と能

力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が不可欠です。 

しかし、全国的に性別による固定的な役割分担意識や女性に対するさまざまなハラスメント、

ＤＶといった暴力など、解決しなければならない課題があります。 

○ 男女共同参画社会の実現に向けては、「男女」にとどまらず、年齢、国籍、性的指向・性自認

（性同一性）に関すること等も含め、幅広く多様な人々を受け入れ尊重し、全ての人が幸福を

感じられる環境の形成が重要です。 

 

（２）取組の方向性（ねらい） 

○ 自らの意思に基づき、家庭外の職場や学校、地域社会などあらゆる分野で活動できるように

します。 

 

（３）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

新たに 

取り組むこと 

①審議会・委員会等への女性の登用を促進します。 

②広報紙やその他の媒体を活用して啓発活動や情報提供を行い、男女共同参画

意識の高揚を図ります。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①職場、学校、家庭、地域などのあらゆる場面で、それぞれの能力が発揮でき

る環境をつくり、一人ひとりの多様な生き方を尊重しましょう。 

 

（４）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

広報紙での啓発活動や情報提供（年間） １回 １回 

各種審議会委員に占める女性の割合 20.9％ 30.0％ 
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２－４．グローバル社会の実現 

 

 

（１）現状と課題 

○ 全国的な傾向として外国人労働者が増加しており、国際化の流れも相まって本市においても

ここ数年で市内事業者の働き手として多くの外国の方が転入してきています。 

○ 国際化の動きは、観光や文化、スポーツなどさまざまな分野で大きく進展しており、北海道

をはじめ、近隣市町においてもアジア諸国をはじめとする外国人観光客が増加しています。 

○ 言語や文化の違いなどからトラブルが生じている事例もあり、今後本市においてもトラブル

事案の発生が懸念されます。 

○ 市民に対して平和意識の普及･啓発を推進しており、原水爆禁止世界大会参加者に対し補助

金を交付していますが、参加者が少ないためさらなる周知活動が必要です。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 非核平和運動は、満足度がやや低く、重要

度は低いことから、継続的な施策の充実が

求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 外国人と接する機会が増加していることから、市民と外国人が相互に理解し合い、住みやす

い環境づくりを推進します。 

○ 本市の働き手不足の解消に向け、外国人受入に関する対応のほか、言語の違い、文化や習慣

を理解し、柔軟に対応できる方法について検討します。 

○ 平和意識の醸成に向け、啓発活動を推進します。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【非核平和運動】

満足度20位

重要度34位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

継続して 

取り組むこと 

①行政情報の多言語化など、情報を得やすい環境整備に努めます。 

②市広報紙及び庁内放送などにより黙とうの周知を行います。 

③原水爆禁止世界大会参加者に対する補助金の交付について周知を行います。 

新たに 

取り組むこと 

①言語や文化などの違いによるトラブル回避や事業所の外国人労働者受け入れ

に関して、啓発活動に取り組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①正しい知識を持って、相互理解をしましょう。 

②原爆投下日及び終戦記念日における黙とうをしましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

多文化共生についての啓発活動（年間） ０回 １回 

原水爆禁止世界大会参加者に対する補助

金の交付回数（年間） 
０回 １回 
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基本目標４ 魅力を育み伝えるまち 
 

１．特色ある産業を創出するまちづくり 

 

１－１．観光産業の振興 

 

 

（１）現状と課題 

○ 各種観光資源の高付加価値化による、魅力的な体験型観光の需要が高まっています。 

○ 外国人観光客の増加がみられるなか、より満足度を高めるために多言語表記や施設の機能充

実に取り組む必要があります。 

○ 行政主体ではなく、各観光施設やイベントを統括する団体の組成に取り組む必要があります。 

○ かつて炭鉱で栄えた歴史を背景に、旧上歌会館（悲別ロマン座）をはじめとする炭鉱遺産や、

四季折々の自然景観など、他地域にはない観光資源を有しています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 観光産業振興は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの他に比べて特に低く、

重要度は最も高いことから、早期の対応が

求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、歌志内市の知名度拡大に向

けて、観光をメインに取り組むことが挙げ

られ、そのなかでは、「市民が主役」の観光

づくりやボランティア団体を立ち上げが挙

げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 観光資源のネットワーク化、高付加価値化とホスピタリティの向上により交流人口の拡大を

図り、賑わいのあるまちづくりを目指します。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【観光産業振興】

満足度36位

重要度１位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①魅力ある観光施設を目指し、整備を進めます。 

②観光産業の振興を推進するため、施設間連携及び人材の確保に努めます。 

③官民連携による新たな観光資源の発掘・環境整備を推進します。 

④既存の観光資源・施設や自然・地形などを活かした体験滞在型観光・イベン

ト等の取り組みを推進します。 

⑤広域観光のネットワーク化を推進します。 

⑥観光情報のリアルタイム化や多言語化等による充実と観光客による情報発信

を推進します。 

⑦外国人観光客の誘致及び受け皿としての研究に取り組みます。 

新たに 

取り組むこと 

①観光推進組織の組成に向け取り組みます。 

  

市民等が 

取り組むこと 

①市民団体による活動の充実に取り組みましょう。 

②観光推進組織の組成に取り組みましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

観光客入込客数 227,572人 300,000 人 
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１－２．産業の創出と振興 

 

 

（１）現状と課題 

○ 地域経済の柱となる産業に乏しい本市において、雇用の場の維持・創出のためには多角的な

産業構造を生み出す必要があり、製造業にこだわらない幅広い産業を対象に企業誘致活動を展

開し、多角的な産業構造を形成することが大きな課題となっています。 

○ 車を持たない高齢者にとって買物の不便さが深刻な問題です。しかし近年、スーパーの進出

により買物環境は一定程度改善されています。 

○ ワイン用ぶどう栽培事業が民間事業者により運営され、順調に推移しています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 新産業創造及び産業の育成・振興は、とも

に満足度が前回に比べて高くなっているも

のの他に比べて新産業創造は最も低く、重

要度はともに特に高いことから、早期の対

応が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、歌志内市の知名度拡大に向

けて、観光をメインに取り組むこと、高齢に

なった時でも不安なく過ごせるまちづくり

をしていくことが重要であるので、歌志内

市の今後の発展に観光＋福祉を取り組むこ

とが挙げられました。 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークの誘致が図れることが挙げ

られました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 多角的な産業構造を創出し、安定した雇用の場を確保します。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【新産業創造】

満足度39位

重要度３位

(39項目中)

【産業の育成・振興】

満足度35位

重要度５位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①企業誘致をはじめ、新たな産業及び雇用の創出を図ります。 

②さまざまな地域資源や技術力を活かした起業への支援を推進します。 

③中小企業振興保証融資事業など商工業者支援を推進します。 

④農業生産物の高付加価値化や販路拡大、新製品の開発等への取り組みを支援

します。 

⑤市の特産品を道の駅で販売し、道の駅利用を促進します。 

新たに 

取り組むこと 

①広大な露頭掘り跡地等を活用した再生可能エネルギー発電施設の整備など、

再生可能エネルギーの地産地消に向けた産業の創出を推進します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①市内消費拡大に積極的に取り組みましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

新規創業・誘致件数（年間） ０社 １社 
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１－３．雇用環境の充実 

 

 

（１）現状と課題 

○ 市内の多くの事業者で事業継承問題が発生していることが喫緊の課題となっています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 雇用対策は、満足度が他に比べて特に低

く、重要度は特に高いことから、早期の対応

が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークの誘致が図れることが挙げ

られました。 

 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 連合北海道歌志内地区連合会や商工会議所等の関係団体と連携して、雇用環境の充実に取り

組みます。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①障がい者、高齢者等の雇用促進に取り組みます。 

②季節労働者の通年雇用の確保を図ります。 

③職業訓練と能力開発を推進します。 

④労働災害防止施策に取り組みます。 

新たに 

取り組むこと 

①資格取得費用の助成により、事業の拡大・継続を支援します。 

②市内企業・団体の連携を強化し、副業・兼業の推進など相乗的・効果的な取

り組みを促進します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①事業後継者の育成による事業継続に取り組みましょう。 

②職業訓練センターの活用により、知識・技術の習得に取り組みましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

うたしない企業の笑顔応援補助金の 

資格取得利用件数 
事業未実施 10件（Ｒ8～Ｒ17 年度累計） 

なかそらち合同企業説明会参加企業数 ２件 20件（Ｒ8～Ｒ17 年度累計） 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【雇用対策】

満足度38位

重要度４位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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２．選ばれる・住み続けたいまちづくり 

 

２－１．移住定住の促進 

 

 

（１）現状と課題 

○ 本市では定住促進に向けて、新築住宅や中古住宅の取得、住宅改修などに対しての奨励金や、

子育て世帯等の移住応援助成金などの施策を進めてきました。 

○ 各種施策は移住促進への一定の効果があるものの、市民アンケートでは 30 歳代以下の市外

への転居意向が居住意向を上回っており、若者・子育て世代への定住促進が求められる結果と

なりました。 

○ 市ホームページや移住定住関係イベントに参加するなど積極的に PR 活動に取り組んでいま

すが、知名度やアピールポイントが少ないことから、移住者の大幅な増加には至っていません。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 定住化は、満足度が前回に比べて高くな

っているものの他に比べて低く、重要度は

特に高いことから、早期の対応が求められ

ます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークなど転入促進が図れること

が挙げられました。 

〇 歌志内に住み続けてもらうための方向性

としては「利便性の高いまちづくり」「人と

人のつながりが強いまちづくり」「コスパの

よいまちづくり」の３つで進めることが重

要であり、具体策の一つとして、空き家のリ

ノベーションとそれらの情報公開が挙げら

れました。 

 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【定住化】

満足度32位

重要度２位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 若者・子育て・退職世代など幅広い世代のニーズに沿った定住促進制度を検討します。 

○ 移住定住関係イベントへ積極的に参加するとともに、PR の内容や方法について検討する必

要があります。 

○ 高齢者等が、いつまでも暮らし続けられる居住環境の整備を進め、定住につながるよう取り

組みます。 

○ 高齢化が進み、今後も空き家等が増えることが想定されるため、民間事業者の活用も視野に

入れつつ空き家の積極的な利活用について検討を進めます。 

○ 空き家バンク制度について、空き家等の登録者や空き家等を探している方にとってより利用

しやすい仕組みを構築します。 

 

（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①短期生活体験である「ちょっと暮らし体験推進事業」を推進します。 

②UIJターンによる若者の移住者に対して、奨励金や奨学金返済などを支援します。 

③住宅取得奨励金の活用による移住・定住促進を図ります。 

④空き家バンク制度の見直しを適宜行い、良質な空き地・空き家について定住

希望者へ提供できるよう改善を図ります。 

⑤居住ニーズに対応した公的住宅の提供について検討します。 

⑥住宅購入・建設に対する助成制度を継続します。 

⑦子育て世代に向けた公的賃貸住宅のあり方について、検討を進めます。 

⑧国の「地域おこし協力隊制度」の隊員任期終了後の定住を促進します。 

⑨北海道や空知管内と連携した、大都市圏における移住キャンペーン等に参加

します。 

新たに 

取り組むこと 

①移住相談体制の充実を図ります。 

②民間事業者や起業検討者による空き家活用などに取り組みます。 

③一定の条件に合致する空き家の無償譲渡を受け、リノベーションしたうえで

賃貸する等の仕組みを構築します。 

④若者・子育て・退職世代など幅広い世代のニーズに沿った定住促進制度につ

いて検討を進めます。 

⑤既存市営住宅をみなし特定公共賃貸住宅（子育て向け）としての指定に取り

組みます。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①良質な空き家に関する情報を行政に提供をしましょう。 

②SNS等によるまちの PRに積極的に取り組みましょう。 

③マイホームの住宅改修等における検討を行い、利活用に向けた取り組みを検

討しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

移住・定住促進制度の利用件数 10件 45 件（R8～R17年度累計） 

子育て向け住宅戸数 ０戸 ８戸   
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２－２．デジタル社会の構築 

 

 

（１）現状と課題 

○ 情報発信ツールとして、広報紙やホームページ、SNS などを活用し情報発信を行っています

が、今後さらにインターネットを活用した情報媒体が多様化していく可能性があることから、

利用者の属性や扱われるコンテンツの種類、情報の拡散性など、各媒体の特徴を捉えながら新

たな情報発信ツールの活用を検討する必要があります。 

○ 高齢化率の上昇に伴い、一人暮らし、身寄りがないなどの問題を抱える高齢者が増加してお

り、見守りの強化が必要となっています。 

○ こども未来地域交流センター開設に伴い、コミュニティセンターを含め、社会教育施設をよ

り利用しやすくするための新しい仕組みづくりが必要となります。 

○ 学童保育室、児童館等を利用する子どもたちが、学校から帰宅せず直接こども未来地域交流

センターを利用できるための仕組みづくりが必要となっています。 

 

（２）市民の声 

【まちづくり市民会議】 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりについて必要な取組」では、「情報発信するための環境整

備」、「デジタル人材の発掘を行ったうえで、デジタルを活用していくこと」が重要であり、デ

ジタルの活用によって、子育てや高齢者の生活環境の充実が効果として挙げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 現在使用している情報発信ツールを活用しつつ、新たな情報発信ツールが導入できるよう調

査・検討を進めるとともに、今後、本市に見合ったデジタルの積極的な活用に努めます。 

○ 高齢者福祉の推進として、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、限られた社

会資本のなかで、新たに ICT を活用したまちづくり支援プラットフォームを導入し、高齢者の

孤独・孤立化を防止するとともに、見守りの強化、地域情報の発信、地域コミュニケーション

の創出等を図ります。 

○ 市民等が社会教育施設を利用しやすくなるよう、ICT 技術を活用した環境整備を進めます。 

○ 保護者や学校が学童保育室、児童館等を利用する子どもたちの状況をスマートフォンなどで

確認できる、見守り体制の強化に取り組みます。 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①工夫を凝らしながら現在の情報発信ツールを活用し、情報提供に努めます。 

②市内の主要施設における公共 Wi-Fiを整備します。 

新たに 

取り組むこと 

①国などの制度を必要に応じて活用しながら、デジタル等のノウハウを持つ専

門家を市外から招き、地域人材の育成を促進します。 

②自治体ポータルアプリなど ICT を活用した情報発信方法について調査・検討

を進め、市民向けに防災情報や交通情報、イベント、空き家情報、各種支援

制度等をリアルタイムで分かりやすく発信します。 

③電子母子手帳の導入を実施します。（再掲） 

④令和７年度より、75歳以上単身者世帯等で希望する方に、見守り端末「うた

チャン」を配付し、見守りの強化を図るとともに、地域情報を発信します。 

⑤こども未来地域交流センター等の施設をより利用していただけるように、施

設予約システムを導入します。 

⑥学童保育室、児童館等を利用する子どもたちの状況を保護者や学校が確認で

きる入退所連絡システムを導入します。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①インターネットサービスを積極的に利用しましょう。 

②うたチャンを利用しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

見守り端末「うたチャン」の稼働率（再掲） 事業未実施 90％   
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２－３．シティプロモーションの推進 

 

 

（１）現状と課題 

○ まちづくり等に関する情報は、広報紙やホームページのほか SNS を活用してわかりやすく

市民に提供するよう努めています。 

○ シティプロモーション活動については、移住定住関係イベントに参加するなど積極的に PR

活動を行っています。本市の持つ自然環境や炭鉱マチの歴史、文化など地域資源が豊富にある

反面、その資源を十分に活用し発信できていないことが課題となっています。 

○ 広聴活動については、町内会連合会との情報交換会や歌志内学園児童・生徒と市長が語る会

などのほか、さまざまな意見反映の場を設けてきました。市民への情報提供や意見・要望を把

握するため、多くの方々に参加いただきたいところですが、参加者が固定されつつあることが

課題となっています。 

 

（２）市民の声 

【市民アンケート】 

〇 広報広聴は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの他に比べて低く、重要度

はやや高いことから、継続的な施策の充実

が求められます。 

【まちづくり市民会議】 

〇 歌志内に住み続けてもらうための方向性

としては「利便性の高いまちづくり」「人と

人のつながりが強いまちづくり」「コスパの

よいまちづくり」の３つで進めることが重

要であり、特に、SNS を使って住み続けて

もらうための情報発信に活用することが効

果的であることが挙げられました。 

 

（３）取組の方向性（ねらい） 

○ 市内外からさまざまな意見・提案をいただき市政へ反映できるよう、皆さんに興味を持って

いただける情報発信・情報提供を行っていく必要があります。 

○ 市民の意向や提言などをできるだけ把握するため、引き続き各種広聴事業を開催するととも

に、世代やニーズに沿った形で市民が積極的に参加しやすい広聴事業を検討する必要がありま

す。 

○ 市民や地域資源が持つ魅力をより効果的に市内外に発信できるよう、PR 方法について検討

していく必要があります。 

  

高
い

満
足
度

低
い

低い 重要度 高い

50.3

66.8

【広報広聴】

満足度24位

重要度15位

(39項目中)

R7調査 

R1調査 
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（４）主な施策事業 

重点プロジェクト：太字 

継続して 

取り組むこと 

①広報モニターなど幅広く意見を取り入れながら、わかりやすく親しみやすい

広報紙を目指します。 

②ホームページや SNS などを有効活用し、迅速かつ的確に、興味を持たれるよ

うな情報発信・情報提供に努めます。 

③各種団体等との意見交換会の開催などにより、幅広い意見聴取や提言の場を

設けます。 

④町内会連合会との情報交換会の開催などにより、市民の意向の的確な把握に

努め、行政課題の共有化を進めます。 

新たに 

取り組むこと 

①幅広く情報を市民に届けるため、新たな情報発信ツールの活用に取り組みま

す。 
  

市民等が 

取り組むこと 

①地域の魅力発信を自発的かつ積極的に行いましょう。 

②各種広聴事業には意欲的に参加しましょう。 

 

（５）成果指標 

成果指標 基準値（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 

ホームページへのアクセス数（年間） 113,682アクセス 118,000 アクセス 

町内会連合会との情報交換会の開催数 

（年間） 
４回 ４回 
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III．計画の推進に向けて 
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１．計画の推進方針 

 

（１）さまざまな媒体を活用した情報発信 

本計画の推進にあたっては、市民にとって身近で分かりやすい情報発信を行い、施策に対する

浸透の促進に努めるとともに、子育て施策などの移住・定住関連施策や観光情報などについては、

市外の多くの人に情報が届くように、多様な情報媒体を活用した、タイムリーな情報発信をして

いきます。 

 

（２）協働・連携による計画の推進 

本計画を効果的に推進するためには、市民や事業所など多様な主体による協働が不可欠です。 

特に、人口減少が進むなかで地域の居住環境を維持するためには、地域住民同士が関わり合い、

主体的に活動していくことがより一層大切になっています。まちづくりを「他人ごと」ではなく

「自分ごと」として捉え、互いに支え合い・協力しながら活動していくことが大切であることか

ら、行政は積極的な情報提供と必要な支援を行います。 

 

 

（３）持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた取り組みの推進 

令和元年度に策定した歌志内市総合計画後期基本計画では、「持続可能な開発目標（SDGs）」

と連携して施策に取り組んできました。 

本計画においては、引き続き各基本施策と SDGs 達成に向けた取り組みを関連付けながら、施

策を推進していきます。 
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２．計画の進行管理の考え方 

 

（１）計画の進行管理の考え方 

本計画では目指すまちの将来像の実現に向け、基本目標や政策の達成を目指し、推進すべき施

策に基づく事務事業や取り組みを実行していきます。 

このため、計画の進行管理を行ううえで、「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）」

という PDCA サイクルで管理することにより、計画及び実行後の結果を評価し、改善策や次の施

策の展開につなげる効率的な管理サイクルを確立します。 

 

図 進行管理の考え方（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の評価 

５年後の後期基本計画や 10 年後の次期計画の策定にあたっては、各基本施策にて設定した成

果目標の進捗状況及び市民アンケート調査結果を踏まえ、PDCA サイクルにより計画の評価を行

い、次の計画へ反映していきます。 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

目指す 

まちの 

将来像 

Ｄｏ 
（実行） 

Ｃｈｅｃｋ 
（評価） 

Ａｃｔｉｏｎ 
（改善） 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

●基本計画（前後期各５年間） 

〇実施計画（３年間、毎年ローリング） 

・目指すまちの将来像の実現に向け、

基本的な政策・施策の決定。 

・計画推進に必要な事業の選定や

優先順位などの方針を決め、予算

化。 

●基本計画の見直し 

〇実施計画の見直し 

・評価内容等に基づき、改善点などを

修正。 

・基本計画が掲げる各政策の方針に基

づく施策・事業等の実施。 

・政策ごとに定めた経過目標を基準に

進捗状況の評価。 

・推進すべき事務事業や取り組みなど

の評価。 
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付属資料 
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№ 

⅛ 

１．用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●ＩｏＴ 

モノのインターネット（Internet of Things）の略で、身の回りの“モノ”がインター

ネットにつながり、データの収集や制御を行う仕組みのこと。 

 

●ＩＣＴ教材 

教科書や副教材の内容をデジタル化し、電子黒板やスクリーンに表示して授業をし

たり、生徒がタブレット型端末で読んだりできるようにしたもの。 

 

●歌志内市公営住宅等長寿命化計画 

将来における公営住宅等の適正な管理戸数を決定し、老朽化した公営住宅等ストッ

クの効率的かつ円滑な更新を図り、安全、安心な住宅供給と長期的活用を図ること

を目的に策定した計画。 

 

●歌志内市子ども・子育て支援事業計画 

子育て支援に関する施策の基本的方向を示すものであり、住民、認定こども園、学

校、事業者、関係団体、行政がそれぞれの立場において、子どもの育ちと子育て家

庭の支援に取り組むための指針となる計画。 

 

●歌志内市地域福祉計画 

本市の地域福祉を推進する基本計画であり、行政・市民・関係団体などの連携による

地域の支え合いによって、市民が地域の中で、安心して自立した生活を送ることがで

きる「福祉のまちづくり」を実現することを目的とした計画。 

 

●歌志内市都市計画マスタープラン 

まちの将来像を実現するための土地利用や施設整備の方向性を示す計画。 

 

●歌志内市立地適正化計画 

今後の人口減少などの中で、持続可能で安全・安心して暮らせるコンパクトなまち

づくりを進めるための方針や施策を定める計画。 

 

●ＳＮＳ 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録

された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。 

 

●関係人口 

移住者でも観光客でもなく、地域と多様に関わる人々のこと。 

 

●カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を、植林や森林管理などによる吸

収量と差し引いて、実質的にゼロにすること。 
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↕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●居住誘導区域 

人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 

●共助 

行政による「公助」や自分自身で守る「自助」に対し、地域や住民同士が助け合う

こと。 

 

●健康寿命 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

 

●後期高齢者 

高齢者を６５歳以上とする場合、高齢期を前・後期２段階に区分し、７５歳以上を

後期高齢者としている。 

 

●広報モニター（広報モニター制度） 

市が発行する広報紙に関し、市民からの意見を積極的に聴き、紙面づくりに反映さ

せるために設ける制度のこと。 

 

●国民保護計画 

国民保護法に基づき指定行政機関、都道府県、市町村が策定しなければならない国

民の保護に関する計画。 

 

●子育て支援センター 

地域における子育て支援の総合的拠点として、保育機能に加え、子育てサロンをは

じめとするさまざまな子育て支援に関するサービスを提供する施設のこと。 

 

●財政力指数 

地方公共団体の財政力を示す指数で、財政力指数が高いほど、財源に余裕があると

いえる。1.0未満は国からの財政支援に依存していることを意味する。 

 

●自治体フロントヤード改革 

マイナンバーカードを活用した自治体と住民との接点の多様化・充実化、窓口業務

の改善などを通じて、住民の利便性向上と職員の業務効率化を図ること。 

 

●実質公債費比率 

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団

体の財政規模に対する割合で表したもの。 

 

●シティプロモーション 

地域の魅力を内外に発信し、その地域へヒト・モノ・カネを呼び込み地域経済を活

性化させる活動のこと。 
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●循環型社会 

環境への負荷を小さくするため、資源リサイクルなどを推進し、人間の活動により

生じる物質を自然界の中で循環できるようにする社会のこと。 

 

●ゼロカーボンシティ 

2050年にCO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らがまたは

地方自治体として公表した地方自治体のこと。本市では、令和５年３月９日、令和

１年第１回定例市議会の市政報告において、市長が「歌志内市ゼロカーボンシティ

宣言」を表明した。 

 

●生活習慣病 

悪性新生物・心疾患・脳血管疾患など、不適切な食事や運動不足、喫煙、飲酒など

の生活習慣に起因すると考えられる病気のこと。 

 

●Society 5.0 

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する人間中心の社会。 

 

●ダイバーシティ 

異なる背景や特性を持つ個人が共存し、その違いを尊重し合うこと。 

 

●地域コミュニティ 

居住地域を同じくしている共同体のこと。「地域社会」 

 

●地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、地域住民に対し、保健、医療及び在宅ケア、リハビリテーショ

ン等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携・協力して、一体的・体系的に提

供する仕組みのこと。 

 

●地域防災計画 

災害対策基本法（第４０条）に基づき、各地方自治体（都道府県や市町村）の長が、

それぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めたも

の。 
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●地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

地方公共団体の財政の早期健全化、財政の再建、公共企業の経営健全化を目的とす

る法律のこと。平成１９年６月に制定され、地方公共団体は、実質的な赤字や将来

負担などを示す健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比

率・将来負担比率）と、各公営企業の資金不足比率を毎年度公表することが義務付

けられている。財政悪化が比較的軽度な場合は財政健全化団体に指定され、外部機

関による監査を受け、財政健全化計画を策定し、自助努力で健全化に取り組む。悪

化が深刻で破綻状態とみなされる場合は財政再生団体（以前の財政再建団体）に指

定され、国の管理下で財政再建を目指すことになる。 

 

●DX 

デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation）の略で、デジタル

技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通

して、社会制度や組織文化なども変革していくような取り組み。 

 

●認定こども園 

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供するとともに、地域における子育て支援を

備える施設のこと。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型と４つのタイプ

があるが、本市は、幼稚園及び保育所等の施設・設備が一体的に設置、運営されて

いる幼保連携型である。 

 

●ノーマライゼーション 

障がいのある人もない人も、地域の中で同じように生活を営める社会が普通の社会

であるという考え方のこと。 

 

●パブリックコメント 

広く公に（＝パブリック）、意見・情報・改善案など（＝コメント）を求める手続

きのこと。 

 

●ＰＤＣＡ 

業務を効果的・効率的に行うための手法の一つ。計画（Plan）、推進(Do)、点検・

評価(Check)、改善(Action)の４つのステップからなる。 

 

●防災マップ（ハザードマップ） 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもので、予測される災害

の発生地点や避難経路、避難場所などの情報が地図上に図示されている。 

 

●ホスピタリティ 

観光などで訪れる人たちに対し、受入れ側の人々が気持ち良く接し、好ましい印象

を与えるなど、再び訪れたくなるような心のこもったもてなしのこと。 
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●ＵＩＪターン 

Uターン（生まれ育った故郷から都会へ移住した後、再び生まれ育った故郷に移住す

ること）、Iターン（故郷とは別の地域に移住すること）、Jターン（生まれ育った故

郷から都会へ移住した後、故郷にほど近い地方都市に移住すること）という3つの移

住形態の総称のこと。 

 

●幼保小接続期 

幼児教育（幼稚園、保育所、認定こども園）から小学校教育への移行期間のこと。 

 

●露頭掘り 

地表近くの鉱物を掘り出す採掘方法のこと。 

 

●ワークショップ 

さまざまな立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しな

がら、意見や提案をまとめ上げていく場のこと。 
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２．策定経過 

市民：市民参画  議会：市議会  庁内：庁内検討会議 

 

令和７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 

 

 

 

 

３月 

４月 

５月 

５月 

６月 

６月

７月 

７月 

７月 

７月 

８月 

11 月 

12 月 

12 月 

12 月 

１月 

１月 

 

 

１月 

１月 

１月 

１月 

 

 

１月 

 

５日 

１日 

26 日 

29 日 

11 日 

25 日 

11 日 

22 日 

23 日 

29 日 

29 日 

20 日 

23 日 

25 日 

26 日 

８日 

16 日 

 

 

21 日 

22 日 

28 日 

29 日 

 

 

29 日 

 

 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内 

市民 

庁内 

市民 

市民 

市民 

市民 

市民 

庁内 

議会 

庁内 

庁内 

庁内 

庁内 

市民 

庁内 

市民 

 

 

市民 

市民 

議会 

市民 

 

 

庁内 

 

総合計画・総合戦略策定委員会（第１回） 

「まちづくりに関する意識調査（市民・歌志内学園生徒アンケート）」 

専門部会・合同部会（第１回） 

まちづくり市民会議（第１回） 

まちづくり市民会議（第２回） 

まちづくり市民会議（第３回） 

まちづくり市民会議（第４回） 

まちづくり市民会議による「提言書」市長への手交式 

専門部会・合同部会（第２回） 

行政常任委員会 

総合計画・総合戦略策定委員会（第２回） 

専門部会・合同部会（第３回） 

専門部会・合同部会（第４回） 

総合計画・総合戦略策定委員会（第３回） 

まちづくり講演会 

総合計画・総合戦略策定委員会（第４回） 

総合開発審議会（第１回） 

・総合計画第７次基本構想及び前期基本計画（案）、 

第３期総合戦略（案）について（諮問） 

総合開発審議会（第２回） 

総合開発審議会（第３回） 

行政常任委員会 

総合開発審議会 

・総合計画第７次基本構想及び前期基本計画（案）、 

第３期総合戦略（案）について（答申） 

総合計画・総合戦略策定委員会（第５回）（書面開催） 
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３．策定体制 
 

（１）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 策定体制の概要 

 会議名等 概要 

市民 総合開発審議会 諮問機関、市内有識者で構成 

 
まちづくり市民会議 計画の将来像・施策等の検討、 

市内関係団体、高校生、公募で構成 

 

市民アンケート 市民意向の把握 

・市民（15歳以上 1,500名（各年代別に無作為抽出）） 

・職員（市役所・教育委員会・病院・消防・こども園 等） 

・歌志内学園７～９年生 

 情報交換会 市民意向の把握、連合町内会との意見交換 等 

庁内 策定委員会 市長、副市長、教育長、各課長で構成 

 
専門部会 まちづくり市民会議の出席・進行、計画の将来像・施策等の検討、

主査・主任クラスの若手主体で構成 

 
 魅力ある産業・雇用と 

DX推進部会 

主なテーマ：産業・雇用／まちづくり DX 

 

 
 オンリーワンの快適なまちを 

つくる部会 

主なテーマ：移住・定住／出産・子育て／コンパクトなまちづくり 

 

 

  

庁内策定体制（計画素案の作成） 

策定委員会 

（市長、副市長、教育長、各課長） 

市    民 

 

市   長 

専門部会 

（関係課主査・主任） 

事務局 

総合 
開発審議会 

・市民アンケート調査 

・情報交換会 

・パブリックコメント（意見公募） 

答申 諮問 

参画 依頼 
市 議 会 

報告 

まちづくり 
市民会議 

提言 
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（２）諮問 
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（３）答申 
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（４）歌志内市総合開発審議会委員名簿 

（敬称略） 

区分 機関・団体名 職・氏名 

商工団体 

(鉱業事業関係者含む) 

歌志内商工会議所 副会頭  加藤 安昭 

空知炭礦株式会社 取締役副社長 〇 土肥 隆則 

労働団体 連合北海道歌志内地区連合会 会員  山川 裕正 

社会福祉団体 
社会福祉法人 

歌志内市社会福祉協議会 
理事 

 
荒岡 宏明 

婦人団体 歌志内市婦人会連絡協議会 理事  山川 凉子 

町内会連合会 歌志内市町内会連合会 副会長 ◎ 澤田 季孝 

まちづくり団体 

歌志内なまはげの会 会長  工藤 孝司 

歌志内市郷土館支援組織 会長  三戸 満雄 

学識経験者 歌志内市校長会 会長  富樫 孝行 

◎会長  〇副会長 

 

 任  期 ： 令和７年６月１日～令和９年５月 31 日までの２年間 
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（５）歌志内市まちづくり市民会議委員名簿 

（敬称略） 

No. 推薦団体名等 氏名 

１ 歌志内商工会議所 〇 山中  隆志 

２ 空知炭礦㈱  中川  竜一 

３ 歌志内市校長会  富樫  孝行 

４ 北門信用金庫歌志内支店  渡邊  佳奈 

５ 歌志内郵便局  井上  学 

６ 連合北海道歌志内地区連合会  平川  隆二 

７ 歌志内市社会福祉協議会 ◎ 塚田  和征 

８ 歌志内市婦人会連絡協議会  長塩  慶子 

９ 歌志内市町内会連合会  大屋  功 

10 歌志内建設協会  加藤  孝一 

11 歌志内市スポーツ協会  髙橋  君江 

12 公募委員  遠藤  沙紀 

13 公募委員  田村  亜耶 

14 公募委員  三井  郁弥 

15 公募委員  近野  航 

16 公募委員  加賀  聡史 

17 公募委員  田村  悠 

18 公募委員  米川 理依子 

◎委員長  〇副委員長 

 

  



99 

４．主な個別計画 
令和７年度現在 

歌
志
内
市
総
合
計
画
（
第
７
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
） 

  

第３期歌志内市総合戦略 令和８年度～令和 12 年度 

歌志内市過疎地域持続的発展市町村計画 令和８年度～令和 12 年度 

歌志内市強靱化計画 令和３年度～ 

  

【基本目標１】 

安全で持続的 

なまち 

歌志内市公共施設等総合管理計画 令和４年度～令和 13 年度 

歌志内市都市計画マスタープラン 令和３年度～令和 22 年度 

歌志内市立地適正化計画 令和４年度～令和 22 年度 

国土利用歌志内計画 昭和 56 年度～ 

歌志内市住生活基本計画 令和６年度～令和 15 年度 

歌志内市公営住宅等長寿命化計画 令和６年度～令和 15 年度 

歌志内市森林整備計画 令和５年度～令和 15 年度 

歌志内市一般廃棄物処理基本計画 平成 15 年度～ 

歌志内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 令和元年度～令和 12 年度 

歌志内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 令和７年度～令和 12 年度 

歌志内市橋梁長寿命化修繕計画 令和４年度～令和 14 年度 

歌志内市下水道事業経営戦略 令和７年度～令和 16 年度 

歌志内市地域防災計画 昭和 38 年度～ 

歌志内市国民保護計画 平成 19 年度～ 

歌志内市交通安全計画 令和３年度～令和７年度 

歌志内市鳥獣被害防止計画 令和６年度～令和８年度 

  

【基本目標２】 

健康で 

幸福を感じる 

まち 

歌志内市地域福祉計画 令和４年度～令和８年度 

歌志内市健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画

（健康うたしない 21） 
令和６年度～令和 17 年度 

歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 令和６年度～令和８年度 

歌志内市障がい者計画 令和６年度～令和 11 年度 

歌志内市障がい福祉計画 令和６年度～令和８年度 

歌志内市立病院経営強化プラン 令和６年度～令和９年度 

国民健康保険データヘルス計画 

特定健康診査等実施計画 
令和６年度～令和 11 年度 

  

【基本目標３】 

笑顔あふれ 

未来につなぐ 

まち 

歌志内市子ども・子育て支援事業計画 令和７年度～令和 11 年度 

歌志内市社会教育中期計画 令和４年度～令和８年度 

歌志内市子どもの読書活動推進計画 令和４年度～令和８年度 

歌志内市教育施設長寿命化計画（学校施設） 平成 31 年度～ 

  

【基本目標４】 

魅力を育み伝える 

まち 

歌志内市観光振興計画 令和５年度～令和 10 年度 
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５．基本理念【目指すまちの姿】の市民意見 
 

（１）将来の歌志内市のイメージとしてふさわしいと考えるもの（市民アンケート） 

将来の歌志内市のイメージとしてふさわしいと考えるもの（複数回答）は、「高齢者や障がい者

などすべての人が安心して暮らせる福祉のまち」が 59.6％で最も高く唯一半数を超えています。 

以下、「子どもを安心して生み育てられる子育て支援が充実した子育て応援のまち」が 42.0％、

「事故や犯罪が少なく、災害に強い安全なまち」が 33.9％などとなっています。 

年齢別にみると、20 歳未満と 50 歳代以上は「高齢者や障がい者などすべての人が安心して暮

らせる福祉のまち」が最も高く、20 歳代～40 歳代では、「子どもを安心して生み育てられる子育

て支援が充実した子育て応援のまち」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来のまちの姿を一言で表すキャッチフレーズ（将来像）（学園生徒アンケート） 

10 年後の歌志内市の理想とする、歌志内市の将来像として、安全・安心、心、活気、自然、人

口増加、都会に分類でき、さまざまなキャッチフレーズがみられます。 

 
キャッチフレーズ（将来像） 

安全・安心（６） 

・安心してくらせる歌志内市 

・安心安全・うたしない 

・安心安全 UTASHINAI 

・安心安全歌志内！！ 

・安全第一歌志内。 

・安全第一歌志内。だいいちうたしない 

心（３） 

・心豊かな歌志内市 

・みんなで笑顔 

・小さな光の歌志内 

活気（３） 

・歌志内アイドルが居る町 

・活～よりよい歌志内にするために～ 

・活気あるまち歌志内 

自然（２） 
・自然豊かなまち 

・緑豊かな歌志内市 

人口増加（２） 
・人口が多い歌志内 

・人口増加率 50％！！ 

都会（２） 
・大都会 

・都会に近い町 

 

265 (59.6%)

187 (42.0%)

151 (33.9%)

144 (32.4%)

98 (22.0%)

74 (16.6%)

69 (15.5%)

62 (13.9%)

40 (9.0%)

40 (9.0%)

36 (8.1%)

26 (5.8%)

10 (2.2%)

8 (1.8%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

すべての人が安心して暮らせる福祉のまち

子育て支援が充実した子育て応援のまち

事故や犯罪が少なく、災害に強い安全なまち

医療体制や健康づくりの充実した健康のまち

市街地の整備が行われ、快適に居住できる暮らしのまち

多くの人が訪れ、賑わいのある観光のまち

さまざまな産業の活動が行われる産業のまち

身近な自然に親しめ、地球にやさしい環境共生のまち

地域活動やボランティア活動などが盛んな市民活動のまち

市民の力で自主的にまちづくりを進める市民自治のまち

芸術・文化活動、スポーツ活動の盛んな文化・スポーツのまち

学習環境が整い、多様な人材が育つ教育のまち

国際交流が活発で、外国人市民が暮らしやすい国際化のまち

その他

n=445
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（３）まちづくりの将来像（まちづくり市民会議） 

次期歌志内市総合計画及び第３期歌志内市デジタル田園都市国家構想総合戦略策定に向けて、

今後の歌志内市のまちづくりを進めるなかで、市民一人ひとりが目指す「まちづくりの将来像」

については、主に以下の意見が出されました。 

 
まちづくりの将来像 

暮しやすさ・市民や来訪者が楽しめる 

（例） 

・くらしたいまち                

・市民が笑顔になれるまち            

・市民の一人ひとりが生きがいを持てるまち 

 

・心豊かになる歌志内 

・ほっとできるまち 

・交流機会の多いまち 

・活気のある歌志内 

自然環境の維持と安全・持続性 
（例） 

・災害に強いあんしんに住めるまちづくり 

 

・ストーリーのあるまち 

子どもの過ごしやすさ 

（例） 

・市民全員で“宝（子ども）”を育て、笑顔あふれるまち 

・学びを深めて社会で活躍していけるまちづくり 

 

安心して暮らし続ける 

（例） 

・健康のまち 

・子育てが安心してできるまち 

・互いに助け合い、困難に立ち向かえるまちづくり 

 

・病気になっても安心なまち 

・移動手段の豊かなまち 

 

産業の充実と利便性 
（例） 

・市内の企業が増え、多様な会社が活動するまち   

 

・不便を感じないまち 

 

（４）目指すべきまちの姿（専門部会） 

専門部会員は、まちづくり市民会議に参加し、市民と協働でワークショップを実施しました。 

まちづくり市民会議の内容を踏まえて、各部会で「目指すべきまちの姿」を検討しました。 

 
魅力ある産業・雇用及び DX推進部会 オンリーワンの快適なまちづくり部会 

 

ṌSmile sharing Ṍ 

 ¬ º ¬ º 

Ṍ Ṍ 

・子どもから大人まで活躍できる、自分が主役になれるまちで、市

民が笑えるきっかけをつくり、幸せ共有できるようなまちを目指す。 

・目指すべき姿は、柔らかい言葉を選択 

・みんな＝市民 

・きょうどう：協働(協力)、共同(共につくる)、協同(協力して同じ

方向へ) 

・ほっと：ほっとする、HOT、安心できる歌志内 

・デジタル：デジタルで便利に、市民（主役）がデジタルで宣伝 

・リアル：日本一人口が少ない市だからこそ顔の見えるまち 
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６．将来像の実現に向けて必要な取組（まちづくり市民会議） 
まちづくり市民会議（市民 18 名、計４回開催）では、大きく「まちづくりの将来像」と「将

来像の実現に向けて必要な取組」についてワークショップを行いました。 

「将来像の実現に向けて必要な取組」は、４つの視点から以下が示されています。 

 

表 将来像の実現に向けて必要な取組（まちづくり市民会議） 
視点 必要な取組・概要 

Ａ 

観光・福祉など

歌志内の産業

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高齢になった時でも不安なく過ごせるまちづくりが重要、観光＋福祉の発展に取り組む。 

●「市民が主役」の観光づくりを進める。（例：なんこの料理に詳しい、炭鉱の歴史に詳しい

方のツアー） 

●観光に関われる可能性がある市民の情報は町内会長等と連携、市役所が取りまとめ 

●福祉では、例えば、草刈りや除雪・屋根の雪下ろし、電球交換など助けるボランティア団体

を立ち上げ 

●ボランティアは市内外の地域貢献をしたい企業や個人、対象は市内の高齢者であり、窓口

は市役所や社協 

 

 

Ｂ 

歌志内の 

将来デジタル

まちづくりに

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●デジタル化の実現に向けては、情報発信するための土台が第一であり、次にデジタル人材

がいないとデジタルを活用できない。 

●国の補助金等を活用して両方を整備したうえで、最後にデジタルを活用すると生活の向上

が生まれる。 

●電波が悪い等の状況では、デジタル化が難しいので、環境整備をすることで、テレワークや

転入者等に来ていただくことが可能となる。 

●デジタル人材発掘では、市民が市内に転入したデジタルに精通する方やアドバイザー、行

政で採用した地域おこし協力隊等から学習し、それぞれが相互作用して市全体でデジタル

を身近にすることが大切です。 

●デジタルを活用することによって、人口増加、子育て環境の充実、健康の環境充実が効果と

して挙げられます。 

 

 

＋

・市民による先生（ツアー）

取り組み 誰が？効 果

観光

福祉

優先順位

１

・困り事解消団体を立ち上げる

（草刈・除雪など）
優先順位

２

・市民が主役

・まちに愛着（愛情）

大切順

①

②

③

④

・高齢者が長く歌志内に住み続

けられる

・先生 →市民

・情報提供（こんな人がいますよ！） →市民（町内会長など）

・ツアーパッケージに組み込む →ツアー会社

・まとめる・窓口・情報収集 →役所

・お手伝いする人 →市内・外のボランティアをしたい人

（地域貢献をしたい人、企業・個人）

・お手伝いしてもらう人 →市内の高齢者

・窓口 →役所or社協

・市外からの興味関心が

増

・交流人口 増

共通最終目標

歌志内市にこのような事業を行える組織が立ち上がること

２位（優先順位）

デジタル人材発掘

・デジタル知識の普及
・デジタルを身近なものに
・情勢のデジタル化推進
・デジタルの担い手を確保

行政、市民、地域おこし、
アドバイザー

・地域おこしの採用【行政】
・アドバイザーの確保

【市民・行政】
・学習機会の提供（参加型）

【市民】
・補助金活用

３位（優先順位） １位（優先順位）

デジタル活用による生活向上

・人口増加
・子育て環境の充実
・健康の環境の充実

・人の募集をデジタルで
（グーグルフォーム）

・健康観察をタブレットに
・人をつなげるものをデジタルへ
・教育（アナログの活用）

情報発信

・魅力を伝える
・住みやすさがわかる
・地域外から来た人材を流入

・転入者、観光客
・テレワーク
・子ども

・テレワーク誘致
～その人から情報発信～

・子ども達を活用
～インスタetc ～

・外部の人を巻きこむ
（特産品の活用）

・電波環境を整える
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視点 必要な取組・概要 

Ｃ 

市民の幸福度

の向上につな

がるまちづく

りについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康がまず第一にあり、そこから幸せな気持ちを考えられる状況になる。 

●死ぬまで誰かと社会に接している状況で、笑顔があること、健康で「死ぬまで現役！」が幸

福の基盤になっている。 

●自分だけではなくみんなが幸せであることが大事であり、アンケートによって、市民一人

ひとりの幸福を確認することが大切である。 

●イベントは、市民が笑えるきっかけを作ったり健康づくりのきっかけを作ることができる。 

●市民が主体でありつつ、行政が手助けするようなサポートの形が理想である。 

 

 

Ｄ 

子どもも高齢

者も誰もが歌

志内に住み続

けてもらうた

めのまちづく

りについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「利便性の高いまちづくり」「人と人のつながりが強いまちづくり」「コスパのよいまちづ

くり」の３つで進めることが重要。 

●歌志内市は財源が限られており、人口減少も進むなかで、費用対効果を重視することが必

要であり、SNSを使って住み続けてもらうための情報発信に活用することが効果的 

●以下に示す具体的なまちづくりは、３つの方向性のそれぞれが合わさり総合効果を生む。 

・買い物支援           ・子育てカフェや地域カフェ（市民保育） 

・空き家のリノベーション     ・デイサービスの利用促進 

・簡易的なシルバー人材センター  ・あいさつ運動 

 

 

 

 

 

 

 

イベント健 康

〈方向性〉死ぬまで現役！
・笑顔、笑い→心
・社会的に幸せ（頼られる、やりがい）
・動く
・歌う

アンケート

〈方向性〉楽しいきっかけをつくるため
・運動会
・歌志内でしかできないオリジナル性
・音楽祭
・昔遊び
・スタンプラリー
・高齢者の活躍できる機会
・お手伝い会社（有料）

〈方向性〉幸福の価値観の確認
・どんな事ができる人がいるのか

（をやっていただける・協力なのか）
・やりたい事
・やってほしい事
・コロナ前の復活してほしいイベント・企画
・市民のアンケートを集める七夕（匿名）と

クリスマス（年２回）

□市民

□行政

□双方

・知恵と経験の提供
ボランティア団体

・場所の提供
市、学校、社協、こども園

行 政市 民
・知恵と経験
・ボランティア団体創設
（マッチングさせる窓口） 健 康

死ぬまで現役！

マッチング

参加型行事
見学型行事

お手伝い会社（有料）

市民マラソンが
再開してほしい。

犬の散歩で
あればお手伝い

できます

・場所
・七夕
・クリスマスツリー
・アンケートを募る

→市役所、社協、学校、公民館

治安が良いまち

ＳＮＳ

市民保育
空家の

リノベーション

空家の流通強化

買い物支援

市民ボランティア

③

①

②

方向性① 利便性の高いまちづくり

方向性② 人と人とのつながりが強いまちづくり

方向性③ コスパのよいまちづくり

効

果

費 用

効果 大

費用 小 効果 大

費用 大

効果 小

費用 大

費用 小
デイサービス

利用促進
あいさつ運動

簡易
シルバー

人材
センター


